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令和７年度下郷町議会３月会議会議録第１号 

 

招 集 年 月 日 令和８年３月１０日 

本会議の日程 令和８年３月１０日から３月１９日までの１０日間 

招 集 の 場 所 下郷町役場議場 

 

本 日 の 会 議 
開議 令和８年３月１０日 午前１０時００分 議長 湯 田 健 二 

散会 令和８年３月１０日 午前１１時１８分 議長 湯 田 健 二 

応 招 議 員  １番  渡 部   哲    ２番  星   昌 彦 

 ３番  佐 藤   勤    ４番 

 ５番  猪 股 謙 喜    ６番  小 玉 智 和 

 ７番  大 竹 浩 治    ８番  星   和 志 

 ９番  星   邦 一   １０番  山名田 久美子 

１１番  星   能 哲   １２番  湯 田 健 二 

不 応 招 議 員 なし 

出 席 議 員  １番  渡 部   哲    ２番  星   昌 彦 

 ３番  佐 藤   勤    ４番 

 ５番  猪 股 謙 喜    ６番  小 玉 智 和 

 ７番  大 竹 浩 治    ８番  星   和 志 

 ９番  星   邦 一   １０番  山名田 久美子 

１１番  星   能 哲   １２番  湯 田 健 二 

欠 席 議 員 なし 

会議録署名議員  ８番  星   和 志  ９番  星   邦 一 

地方自治法第 

121条の規定 

により説明の 

ため出席した 

者の職氏名  

町    長  星     學  副 町 長  室 井   哲 

参事兼総務課長  湯 田 英 幸  総合政策課長  佐 藤 英 勝 

税 務 課 長  大 竹 浩 二  町 民 課 長  星   敦 史 

健康福祉課長  玉 川 清 美  農林課長併任 
農業委員会事務局長  猪 股 朋 弘 

参事兼建設課長  玉 川 武 之  会 計 管 理 者  室 井 俊 之 

教 育 長  湯 田 嘉 朗  教 育 次 長  只 浦 孝 行 

代表監査委員  五十嵐   浩 

本会議に職務 

のため出席し 

た者の職氏名 

事 務 局 長  荒 井 康 貴  書    記  室 井 徳 人 

書    記  玉 川 和 哉 

議 事 日 程 別紙のとおり 

会議に付した事件名 別紙のとおり 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 
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令和７年度下郷町議会３月会議議事日程（第１号） 

 

期日：令和８年３月１０日（火）午前１０時開議 

 

開   議 

日程第 １   会議録署名議員の指名 

          ８番  星   和 志 

          ９番  星   邦 一 

日程第 ２   会議日程の報告 

日程第 ３   諸般の報告 

日程第 ４   行政報告、町長の施政方針及び提案理由の説明 

日程第 ５   請願・陳情 

         委員会付託 

         （総務文教常任委員会） 

           陳情第３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 

                 提出の陳情 

日程第 ６   議員提出議案第４号 予算特別委員会の設置に関する決議 

追加日程第 １ 予算特別委員会委員の選任について 

追加日程第 ２ 議案第４７号 令和８年度下郷町一般会計予算 

                （予算特別委員会付託） 

追加日程第 ３ 議案第４８号 令和８年度下郷町国民健康保険特別会計予算 

                （予算特別委員会付託） 

追加日程第 ４ 議案第４９号 令和８年度下郷町後期高齢者医療特別会計予算 

                （予算特別委員会付託） 

追加日程第 ５ 議案第５０号 令和８年度下郷町介護保険特別会計予算 

                （予算特別委員会付託） 

追加日程第 ６ 議案第５１号 令和８年度下郷町簡易水道事業会計予算 

                （予算特別委員会付託） 

追加日程第 ７ 議案第５２号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算 

                （予算特別委員会付託） 

散   会 
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     （会議の経過） 

〇議長（湯田健二君） おはようございます。 

   ご連絡申し上げます。 

   本日の会議が散会後、議会全員協議会を開かせていただきます。案件につきましては、

お手元に配付されておりますので、よろしくご協力お願いします。 

   ただいまの出席議員は11名であります。 

   定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年度下郷町議会３月会議を開きま

す。（午前１０時００分） 

   本日の議事日程は、あらかじめお手元に配りましたとおりであります。 

                                         

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（湯田健二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において８番、星和志君、９

番、星邦一君を指名いたします。なお、両君には今会議の会議録についてのご署名をお

願いいたします。 

                                         

  日程第２ 会議日程の報告 

〇議長（湯田健二君） 日程第２、会議日程の報告を行います。 

   今会議の日程は、さきの議会運営委員会において、お手元に配付してあります会議日

程表のとおり、本日から３月19日までの10日間にすることで決定されましたことをご報

告いたします。 

                                         

  日程第３ 諸般の報告 

〇議長（湯田健二君） 日程第３、諸般の報告を順次行います。 

   議会事務局長、荒井康貴君。 

〇議会事務局長（荒井康貴君） おはようございます。諸般の報告をいたします。 

   皆さんのお手元に本年度12月会議から今３月会議までの間の議員の皆さんの活動状況

を記載して配付してございます。 

   さらに、今会議に説明員として出席されます執行機関の職氏名一覧表につきましても

お手元に配付してございます。 

   以上でございます。 

〇議長（湯田健二君） これで諸般の報告を終わります。 

                                         

  日程第４ 行政報告、町長の施政方針及び提案理由の説明 

〇議長（湯田健二君） 日程第４、行政報告、町長の施政方針及び提案理由の説明を行いま

す。 

   町長から行政報告、施政方針及び提案理由の説明を求めます。なお、この際当局提案

に関わる議案を一括上程いたします。 
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   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 皆さん、おはようございます。 

   本日、ここに令和７年度下郷町議会３月会議の開催に当たり、議員各位におかれまし

てはお忙しいところご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

   本会議におきましては、報告１件、議案16件をご提出いたしますので、慎重なる審議

の上、ご議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

   さて、提案理由の説明に先立ちまして、社会情勢等の動向及び新年度に対する所信の

一端を述べさせていただきます。 

   初めに、甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から早15年の歳月が流れようと

しております。３月11日には、皆様にご配慮をいただき、県町村会会長として、東日本

大震災追悼復興祈念式典に出席させていただき、犠牲になられた方々へ哀悼の意をささ

げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

   次に、近年の日本を取り巻く世界情勢は、トランプ政権の影響や中東情勢の緊迫化な

ど、日本経済に与える影響が懸念されている中、今後の動向が注目されております。こ

のような状況下において、日本経済は民需主導型の成長型経済へ移行しており、個人消

費や設備投資が重要な役割を果たしております。賃上げや企業の投資意欲が経済成長を

牽引する中、経済の転換期を迎え、予算編成に当たり、慎重な対応が求められています。 

   こうした中、私たちの生活状況は、全体的な賃上げは進んでいるものの、食品や日常

品の価格も上昇しているため、物価上昇に賃金が追いつかない状態にあり、特に地方、

中小企業では賃金の伸びが弱いという実感なき成長へとつながっております。 

   内閣府が２月25日に公表いたしました２月の月例経済報告によりますと、アメリカの

通商政策の影響が残るが、穏やかに回復している。行き先に関しては、雇用・所得環境

が改善する中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待される。ただ

し、今後の物価動向やアメリカの通商政策をめぐる動向などの景気を下押しするリスク

に留意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要が

あると分析しております。 

   次に、日本銀行福島支店が２月17日に発表した２月の福島県金融経済概況によります

と、経済情勢分析における県内景気は16か月連続で足踏み状態にあり、先行きに関して

は４月からのふくしまデスティネーションキャンペーンなどによる消費活動や企業の投

資、設備投資に伴う生産向上に期待する動きも見られる状況であります。 

   このような中、国の予算編成の動きでありますが、２月18日には衆議院議員選挙後の

特別国会が召集され、高市総理の指名選挙を経て、第２次高市早苗内閣が発足しました。

通常国会冒頭での解散により、予算案の審議は大幅にずれ込み、年度内予算の成立が難

しい場合は暫定予算を編成し、４月以降の行政運営をつなぐ可能性もあるようでござい

ます。 

   国の令和８年度予算案では、一般会計総額は社会保障費の増加、防衛費の拡大、物価

高騰対策等が織り込まれ、過去最大規模の122兆3,092億円となりました。財政規模が大

きくなるに合わせ、国債の比重も高まっており、社会保障費と公債費の比重が歳出の過
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半を占め、昨年と同様に財政の硬直化が進む状況となっております。 

   次に、福島県の令和８年度の予算案でございますが、前年度比212億円増の１兆2,606億

円となっております。来年度は、震災と減災事故から15年が経過し、第３期復興・創生

期間の初年度となり、また県政150周年の大きな節目を迎える重要な年でもあります。こ

のため、予算編成においては、あらゆる主体と連携、共創し、誰もが活躍できる福島な

らではの県づくりに向け、復興再生と地方創生を一層推進するとともに、長引く物価高

への対応に加え、防災力の強化や地球温暖化対策、デジタル改革などを推進していく予

算編成となっております。 

   本町としましても、今後とも皆様方のご理解、ご協力をいただきながら、これから国、

県等の動向を十分に注視し、行財政の運営に努めてまいる所存でありますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

   次に、町関連の動向でございますが、１月４日に町役場において、消防団並びに婦人

消防隊の出初め式・無火災祈願祭が開催され、消防団員や婦人消防隊員らが出席しまし

た。参加者は、気持ちを新たに１年の無火災を祈願し、地域防災への思い、覚悟が共有

されました。 

   ２月１日には、コミュニティセンターにおきまして、第２回行政区対抗ボッチャ大会

が開かれ、町内から14チーム43名が参加しました。パラスポーツへの理解を深めるとと

もに、行政区の垣根を越えた活気があふれる大会となりました。 

   次に、２月19日、新たに下郷ふるさと大使として墨絵アーティストの滝田由紀子さん

を委嘱しました。現在ふるさと大使は８名の委嘱で、町の豊かな自然と歴史、芸術や文

化をこよなく愛し、そのすばらしさを広く宣伝するとともに、本町のイメージアップを

図る役割を担っていただいております。滝田さんは刈林出身で、現在東京都に在住し、

長年芸術文化の活動に携わり、現在は日本水墨藝術協會副会長の要職に就かれておりま

す。今後、芸術文化活動の進展とともに、ふるさと大使としてのご活躍をご期待申し上

げます。 

   ２月14日から15日にかけて、大内地区で第40回大内宿雪まつりが盛大に開催されまし

た。大内宿雪まつり実行委員会の主催で、２日間で約１万人が来場し、雪化粧された宿

場町を一目見ようと多くの人々が訪れ、大川渓流太鼓保存会の演奏や會舞道郷人による

よさこい演舞が披露され、会場を盛り上げていました。 

   次に、町文化スポーツ振興表彰が３月７日、町役場において執り行われました。町教

育委員会の主催で行われ、文化・スポーツ振興に貢献された８名、１団体が受賞されま

した。団体における受賞は、市町村対抗福島県ソフトボール大会において、２年連続３

位という輝かしい活躍をされました。受賞者のこれまでの努力に敬意を表するとともに、

今後ますますご活躍を期待申し上げます。 

   さて、本町財政を取り巻く環境と今後の見通しでございますが、一部事務組合におけ

る施設整備事業負担金の増大、また物価高騰による経常経費の増嵩が懸念される状況に

おいて、前年度比0.9％増の50億4,000万円での予算規模となっております。相対的に地

方税の減収が見込まれる中、予算編成におきましては、経常経費の抑制や財源確保を心
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がけ、持続可能な財政運営を念頭に取り組んできたところであります。 

   それでは、「第７次下郷町総合計画」の基本目標に沿って重点事業のご説明を申し上

げます。１つ目の豊かな心を育む文化のまち（教育文化）でございますが、全体では２

億2,064万3,000円を計上しております。その内訳につきましては、子育て世代包括支援

センター事業、子宝祝金など、子ども・子育て支援策の充実関係予算に9,657万6,000円

を、基礎学力向上事業、高校生通学支援補助金など、学力向上の推進関係予算に7,800万

2,000円を、生涯学習推進事業、市町村対抗駅伝出場助成金など、生涯学習・スポーツの

推進関係予算に2,030万6,000円を、大内宿保存整備事業の文化財の保存と活用事業関係

予算に2,575万9,000円をそれぞれ配分したものであります。 

   ２つ目の活力あるまち（活力創造）でありますが、全体では４億810万7,000円を計上

しております。その内訳でございますが、下郷町観光公社運営補助金、観光資源発掘・

強化事業など、満足度の高い魅力ある観光地づくり関係予算に4,211万7,000円を、下郷

町農業再生協議会補助金、農林業施設に係る緊急自然災害防止対策事業など、農林業の

振興関係予算に３億3,131万4,000円を、ポイントカード事業、企業支援事業、商工業の

活性化関連予算に1,367万8,000円を、住宅取得支援事業、クラインガルテン下郷運営事

業など、移住の推進と関係人口の拡大関係予算に2,099万8,000円をそれぞれ配分したも

のであります。 

   ３つ目の健やかに暮らせるまち（健康福祉）でございますが、全体では２億2,578万

8,000円を計上しております。その内訳でございますが、各種検診の負担軽減事業、各種

予防接種の負担軽減事業など、健康の保持増進関係予算に3,871万3,000円を、高齢者タ

クシー助成事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業など、高齢者福祉の充

実関係予算に2,368万3,000円を、地域生活支援事業、障害者自立支援給付費など、障が

い者福祉の充実と地域福祉の増進関係予算に１億6,339万2,000円をそれぞれ配分したも

のであります。 

   ４つ目の住み続けたいまち（生活環境）でございますが、全体では６億2,848万6,000円

を計上しております。その内訳でございますが、社会資本整備総合交付金事業、地方路

線バス運行委託事業など、道路・公共交通の整備関係予算に３億2,943万4,000円を、ご

み処理施設整備事業広域負担金の豊かな自然と美しい景観の保全関係予算に2,884万

5,000円を、消防出張所・分遣所庁舎整備事業広域負担金など、安全・安心な地域づくり

の推進関係予算に9,037万円を、刈合団地改修工事、大川ふるさと公園整備事業など、住

みよい生活環境づくりの推進関係予算に１億7,983万7,000円をそれぞれ配分したもので

あります。 

   ５つ目のみんなでつくるまち（協働推進）でございますが、全体では1,755万6,000円

を計上しております。その内訳でございますが、集落機能維持支援事業、下郷町公共施

設等総合管理計画改訂事業など、新しいまちづくり関係予算にそれぞれ配分したもので

あります。 

   以上、ご説明申し上げました各事業を令和８年度の重点事業として、予算の編成をさ

せていただいたところであります。本計画における将来像「魅力あふれる未来へつなぐ
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まち下郷」を目指してまいる所存でございますので、皆様方のご理解とご協力を賜りま

すようお願いを申し上げます。 

   それでは、本会議にご提案申し上げます報告１件、議案16件についてご説明を申し上

げます。報告第12号 専決処分の報告について（専決第５号 令和７年度下郷町一般会

計補正予算（第７号））でございますが、本年１月以降の降雪により、土木費、道路維

持費において見込額の精査により、除雪委託料5,055万8,000円を増額し、予備費におい

て収支の調整をするものでございます。以上、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、

議会において指定された事項について専決処分いたしましたので、同条第２項の規定に

より、これを議会に報告するものであります。 

   議案第37号 下郷町過疎地域持続的発展計画の策定についてでございますが、過疎地

域における総合的かつ計画的な対策を実施するため、過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法第８条第１項の規定に基づき、下郷町過疎地域持続的発展計画を定める

ことについて、議会の議決を求めるものであります。 

   議案第38号 教育委員会委員の任命についてでございますが、現況委員のうち、黒森

正敬氏の任期が本年３月31日をもって満了となりますことから、引き続き同氏を教育委

員会委員に任命したく、ご提案申し上げるものであります。 

   黒森氏は、教育委員会委員として、令和４年４月１日から現在まで１期４年にわたり、

その卓越する所見を持って職務を全うし、教育行政の進展にご尽力をいただいておりま

す。このことから、引き続き同氏を教育委員会委員に任命したく、議会の同意をお願い

するものであります。 

   議案第39号 下郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例の設定についてでございま

すが、町基幹系システムの標準化、共通化への移行により、税証明書等の様式が変更さ

れたことに伴い、証明書取得時の手数料の軽減を図るため、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

   議案第40号 下郷町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

設定についてでございますが、改正後の児童福祉法により、新たに乳児と通園支援事業

が市町村の認可事業に位置づけられたことから、町が新たに認可するために必要となる

設備及び運営に関する基準を定めるため、ご提案を申し上げるものでございます。 

   議案第41号 下郷町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の設定

についてでございますが、議案第40号でご提案を申し上げました条例に基づき、町が定

めた条例の基準を満たしていることが確認できた事業者は、特定乳児等通園支援事業者

として乳児等通園支援事業給付交付金が給付されることから、国が定める運営基準に基

づき、町が基準を定める必要があることから、ご提案を申し上げるものでございます。 

   議案第42号 下郷町火入れに関する条例の一部を改正する条例の設定についてでござ

いますが、昨年度発生した岩手県の林野火災等、近年、林野火災が大規模化しているこ

とから、令和８年１月より、林野火災の予防を目的とした林野火災警報の運用が開始さ

れたことに伴い、本町においても林野火災の予防につなげるため、林野火災注意報、林

野火災警報等の文言を追加するため、所要の改正を行うものでございます。 
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   議案第43号 下郷町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条

例を廃止する条例の設定についてでございますが、東日本大震災復興特別区域法による

特定復興産業集積区域が令和３年４月に見直されたことに伴い、その課税免除の適用期

限が本年３月31日をもって終了することから、本条例を廃止するため、ご提案を申し上

げるものでございます。 

   議案第44号 除雪ドーザ購入契約についてでございますが、今回の除雪ドーザ購入に

つきましては、平成15年度に購入したロータリー除雪車と変更となるものでございます。

新たに除雪ドーザを購入し、冬期間における除雪作業の効率化と安全な車道を確保する

ため、購入するものであります。 

   去る２月20日、５者からなる指名競争入札の結果、福島県会津若松市町北町始宮前91番

地の１、コマツ福島株式会社会津支店、支店長、斎藤幸一が2,398万円で落札いたしまし

たので、本契約を締結したく、議会の議決を求めるものであります。 

   議案第45号 令和７年度下郷町一般会計補正予算（第８号）でございますが、既決予

算の総額に歳入歳出それぞれ7,120万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

53億8,283万1,000円とするものであります。補正の概要でございますが、今補正につき

ましては、今後の事業に備えた基金積立金の計上、そのほか事業の完了や額の確定等に

伴い、今後の執行見込みを精査し、予算の整理を行うものであります。 

   それでは、歳入の主なものからご説明を申し上げます。地方交付税でございますが、

令和７年度普通交付税の再算定に伴う追加交付決定により１億1,140万円を増額するも

のでございます。 

   国庫支出金でございますが、合計で3,543万9,000円を減額するものでございます。土

木費国庫補助金、道路橋梁費国庫補助金では、額の確定により、社会資本整備総合交付

金事業国庫補助金、防災安全交付金事業国庫補助金及び道路メンテナンス事業国庫補助

金の合計で2,752万3,000円減額しております。また、公営住宅等ストック総合改善事業

国庫補助金で445万5,000円、大川ふるさと公園整備事業国庫補助金で200万円、それぞれ

同様に減額しております。教育費国庫補助金におきましても、額の確定により、伝統的

建造物群大内宿保存整備事業国庫補助金を146万1,000円減額しております。 

   県支出金でございますが、合計で647万円を減額するものでございます。民生費県負担

金では、額の確定により、後期高齢者医療保険基盤安定負担金を157万6,000円減額して

おります。総務費県補助金では、地域創生総合支援事業補助金を事業の取下げにより

135万6,000円、ふくしま移住支援金給付事業補助金を見込額の精査により150万円をそれ

ぞれ減額しております。 

   財産収入につきましては、合計で513万3,000円を増額するもので、物品売払収入では、

公用車及び除雪車売払いにより、公用車等売払収入を436万7,000円増額しております。 

   町債につきましては、合計で230万円を減額するもので、過疎対策事業債では、充当事

業の精査により、農業水路等防災減災事業及び橋梁整備事業の合計で200万円を減額して

おります。 

   次に、歳出の主な補正についてご説明を申し上げます。総務費でございますが、合計
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で3,712万4,000円を増額するものでございます。一般管理費では、町区長協議会の先進

地視察研修の中止により、視察研修旅費143万1,000円を減額しております。 

   企画費では、見込額の精査により、地域おこし協力隊に係る報酬等及びそのほかの経

費の合計で464万5,000円を減額し、県サポート事業の取下げにより、同事業に要する経

費の合計で253万9,000円を減額しております。また、見込額の精査により、企業支援事

業補助金を124万円、住宅取得支援事業補助金を100万円、空き家対策総合支援事業補助

金を150万円、下郷町移住支援金を200万円それぞれ減額しております。財政調整基金積

立金につきましては、歳入でご説明を申し上げました普通交付税再算定に伴う追加交付

額のうち、臨時財政対策債償還基金費996万3,000円を国が示す取扱いに基づき、同基金

に積み立てるものでございます。公共施設等の整備基金積立金につきましては、本会計

の収支の状況を踏まえ、今後の事業に備えるため、積立金を5,000万円増額するものでご

ざいます。町長選挙費につきましては、事業の完了により、執行経費の合計額674万

3,000円を減額しております。 

   民生費でございますが、老人福祉費におきまして、額の確定により、後期高齢者医療

保険基盤安定繰出金を210万2,000円減額しております。 

   衛生費でございますが、簡易水道費におきまして、見込額の精査により、下郷町生活

飲料水確保対策事業補助金を150万円減額しております。 

   農林水産業費でございますが、合計で981万3,000円を減額するもので、農業振興費に

おきまして、見込額の精査により中山間地域等直接支払事業補助金を128万6,000円減額

しております。同じく見込額の精査により、農地費におきまして、用水路修繕料を100万

円、農業用施設の整備に係る測量設計委託料を554万5,000円、市民農園費におきまして

は修繕料を106万1,000円それぞれ減額しております。 

   土木費でございますが、合計で46万1,000円増額するもので、道路新設改良費において、

見込額の精査により、測量設計委託料400万円、電柱移転に係る補償金129万2,000円など、

それぞれ減額しております。橋梁維持費では、国の補正予算における補助の事業の採択

により、橋梁補修に係る工事請負費を1,000万円増額計上しております。住宅管理費につ

きましては、額の確定により、刈合団地改修に係る工事請負費を327万9,000円減額して

おります。 

   教育費でございますが、合計で293万9,000円を減額するもので、中学校教育振興費に

おきましては、見込額の精査により生徒通学費補助金を100万円減額しております。文化

財整備費では、見込額の精査により、大内宿保存整備事業補助金を127万円減額しており

ます。なお、本補正に伴い、収支の均衡を図るため、予備費を増額し、調整を行ってお

ります。 

   繰越明許費でございますが、商工費のがんばろー下郷町ファイト商品券事業、物価高

騰対応重点支援プレミアム商品券事業の２事業、土木費の道路新設改良事業３路線、駐

車場整備事業、湯野上居平地内橋梁補修事業、薬水橋、大川ふるさと公園整備事業、給

水管更新の６事業、合計８事業につきましては、事業の進捗状況等により、その完了が

翌年度にわたる見込みとなるため、繰越明許費を設定し、令和８年度に繰り越すもので
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ございます。 

   議案第46号 令和７年度下郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でござい

ますが、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ281万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１億972万6,000円とするものでございます。補正の概要でございますが、

歳入におきましては、後期高齢者医療保険料の収入見込額の精査による増額計上、保険

基盤安定繰入金等の確定により、予算を整理し、歳出では後期高齢者医療広域連合納付

費を増額し、予備費により収支の調整を行うものでございます。 

   議案第47号から議案第52号までの６件につきましては、令和８年度の当初予算の提案

を申し上げるものでございます。議案第47号 令和８年度下郷町一般会計予算でござい

ますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ50億4,000万円とするもので、前年度当初予算と

比較して4,500万円、0.9％増加したものとなっております。その概要を前年度当初予算

と比較し、ご説明を申し上げますと、初めに歳入でございますが、町税につきましては

９億3,524万8,000円を計上し、固定資産税の減などにより前年度と比較しますと1,170万

6,000円、1.2％減少したものとなっております。 

   利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金につきましては、県内市町村

交付見込み総額が前年度と比較して大幅な増となっていることから、利子割交付金では

112万3,000円、378.1％、配当割交付金につきましては179万5,000円、139.0％、株式等

譲渡所得割交付金では296万2,000円、414.8％それぞれ増加したものとなっております。 

   地方消費税交付金につきましては１億4,869万5,000円を計上し、前年度と比較して

1,101万9,000円、8.0％増加したものとなっております。 

   地方交付税につきましては、普通交付税、特別交付税と合わせて、前年度と同額の21億

円を見込んでおります。 

   国庫支出金につきましては、３億4,215万5,000円を計上し、社会資本整備総合交付金

事業国庫補助金やデジタル基盤改革支援補助金などの減により、前年度と比較しますと

3,217万4,000円、8.6％減少したものとなっております。 

   繰入金につきましては、全体で４億6,736万8,000円を計上し、前年度と比較しますと

4,662万6,000円、11.1％増加したものとなっております。このうち基金繰入金につきま

しては４億6,496万6,000円を計上し、財政調整基金繰入金の増などにより、前年度と比

較して4,662万6,000円、11.1％増加したものとなっております。 

   地方債につきましては３億9,990万円を計上し、緊急自然災害防止対策事業債や緊急防

災・減災事業債の減などにより、前年度と比較しますと1,440万円、3.5％減少したもの

となっております。 

   次に、歳出でございますが、総務費につきましては８億5,033万1,000円を計上し、下

郷町公共施設等総合管理計画改訂業務委託料や下郷ふれあいセンター施設修繕料など、

増額の要因があるものの、参議院議員通常選挙費や町長選挙費の減などにより、前年度

と比較しますと122万9,000円、0.1％減少したものとなっております。 

   民生費につきましては９億3,732万2,000円を計上し、老人福祉医療における医療給付

費や医療費負担金や保育所広域入所委託料の減などにより、前年度と比較しますと
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3,207万4,000円、3.3％減少したものとなっております。 

   衛生費につきましては５億7,659万4,000円を計上し、簡易水道事業会計繰出金の増な

どにより、前年度と比較しますと3,192万1,000円、5.9％増加したものとなっております。 

   商工費につきましては、１億4,107万5,000円を計上し、公用車更新に係る備品購入費

や観光情報配信システム、機器更新業務委託料の減などにより、前年度と比較しますと

1,162万7,000円、7.6％減少したものとなっております。 

   土木費につきましては５億6,307万1,000円を計上し、除雪機械備品購入費や刈合団地

改修工事など、増額の要因があるものの、補助事業及び単独事業の道路新設改良に係る

工事請負費の減などにより、前年度と比較しますと876万8,000円、1.5％減少したものと

なっております。 

   消防費につきましては３億5,445万4,000円を計上し、町消防団における新基準活動服

の更新や地域防災計画、ハザードマップの更新に要する経費の増などにより、前年度と

比較しますと2,521万3,000円、7.7％増加したものとなっております。 

   教育費につきましては５億4,075万1,000円を計上し、高校生通学支援補助金や田沼文

藏記念館空調設備工事などの増などにより、前年度と比較しますと4,928万7,000円、

10.0％増加したものとなっております。 

   議案第48号 令和８年度下郷町国民健康保険特別会計予算でございますが、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ６億5,726万8,000円とするものであります。前年度当初予算と比

較して348万1,000円、0.5％減少したものとなっております。 

   議案第49号 令和８年度下郷町後期高齢者医療特別会計予算でございますが、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１億1,697万8,000円とするものであります。前年度当初予算と

比較して1,316万円、12.7％増加したものとなっております。 

   議案第50号 令和８年度下郷町介護保険特別会計予算でございますが、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ９億5,816万4,000円とするものであります。前年度当初予算と比較し

て26万1,000円、0.03％減少したものとなっております。 

   議案第51号 令和８年度下郷町簡易水道事業会計予算でございますが、収益的支出と

資本的支出を合わせた予算額を３億6,201万1,000円とするものであります。前年度当初

予算と比較して3,361万7,000円、10.2％増加したものとなっております。 

   議案第52号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算でございますが、収益的支

出と資本的支出を合わせた予算額を3,672万5,000円とするものであります。前年度当初

予算と比較して1,370万円、27.2％減少したものとなっております。 

   以上、報告１件、議案16件の概要についてご説明を申し上げました。慎重なる審議の

上、ご議決を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

                                         

  日程第５ 請願・陳情 

〇議長（湯田健二君） 日程第５、請願・陳情を議題とします。 

   陳情第３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情の件を

議題とします。 
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   お諮りします。ただいま議題となっております陳情第３号 福島県最低賃金の引き上

げと早期発効を求める意見書提出の陳情の件を総務文教常任委員会に会議規則第91条及

び第94条の規定に基づき付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、さよう決定いたしました。 

                                         

  日程第６ 議員提出議案第４号 予算特別委員会の設置に関する決議 

〇議長（湯田健二君） 日程第６、議員提出議案第４号 予算特別委員会の設置に関する決

議の件を議題とします。 

   お諮りします。ただいま議題となっております議員提出議案第４号につきましては、

会議規則第39条第３項の規定により、議案の説明を省略したいと思います。ご異議あり

ませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は議案の説明を省略することに決定いたしました。 

   これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議員提出議案第４号 予算特別委員会の設置に関する決議の件を採決しま

す。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   ただいま予算特別委員会の設置に関する決議が可決されましたので、予算特別委員会

委員の選任について、議案第47号 令和８年度下郷町一般会計予算、議案第48号 令和

８年度下郷町国民健康保険特別会計予算、議案第49号 令和８年度下郷町後期高齢者医

療特別会計予算、議案第50号 令和８年度下郷町介護保険特別会計予算、議案第51号 令

和８年度下郷町簡易水道事業会計予算、議案第52号 令和８年度下郷町農業集落排水事
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業会計予算の７件を去る３月５日開催の議会運営委員会で協議された議事運営に沿って

直ちに日程に追加し、議題としたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

   追加議事日程を配付します。 

          （資料配付） 

〇議長（湯田健二君） 配付漏れはありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 配付漏れなしと認めます。 

                                         

  追加日程第１ 予算特別委員会委員の選任について 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第１、予算特別委員会委員の選任についての件を議題とし

ます。 

   お諮りします。予算特別委員会委員の選任については、委員会条例第５条第４項の規

定により、議長を除く議員全員を指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、予算特別委員会の委員は、議長を除く議員全員を選任することに決定い

たしました。 

   暫時休憩し、予算特別委員会の構成等をご協議願いたいと存じますので、予算特別委

員会の委員の方々は302会議室にご参集願います。 

   暫時休憩いたします。（午前１０時４９分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開いたします。（午前１１時１４分） 

   予算特別委員会の構成等をご協議願いましたところ、委員会条例第６条第２項の規定

に基づき、正副委員長が互選されましたので、議会事務局長より報告いたします。 

   議会事務局長、荒井康貴君。 

〇議会事務局長（荒井康貴君） それでは、ご報告いたします。 

   予算特別委員会委員長に山名田久美子君、副委員長に星昌彦君が選出されましたこと

をご報告申し上げます。 

   以上でございます。 

〇議長（湯田健二君） 予算特別委員会の構成はさよう決定しました。 

                                         

  追加日程第２ 議案第４７号 令和８年度下郷町一般会計予算 

  追加日程第３ 議案第４８号 令和８年度下郷町国民健康保険特別会計予算 

  追加日程第４ 議案第４９号 令和８年度下郷町後期高齢者医療特別会計予算 

  追加日程第５ 議案第５０号 令和８年度下郷町介護保険特別会計予算 
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  追加日程第６ 議案第５１号 令和８年度下郷町簡易水道事業会計予算 

  追加日程第７ 議案第５２号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算 

〇議長（湯田健二君） この際、追加日程第２、議案第47号 令和８年度下郷町一般会計予

算から、追加日程第７、議案第52号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算まで

の６件を一括議題といたします。 

   お諮りします。ただいま一括議題となっております議案につきましては、今会期中に

予算特別委員会に付託され、詳細なる説明を受ける予定でありますので、会議規則第39条

第３項の規定により、議案の説明を省略することにしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認め、議案の説明を省略することに決定いたしました。 

   これから質疑を行います。ただいま議案説明の省略が決定され、議案の質疑について

も予算特別委員会に付託の後、詳細に行いますので、これからの質疑は先ほど町長が行

いました提案理由の説明の内容について行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りします。会議規則第39条第１項の規定により、議案第47号 令和８年度下郷町

一般会計予算から議案第52号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算までの６件

を予算特別委員会に付託し、審査願いたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第47号 令和８年度下郷町一般会計予算から議案第52号 令和８年

度下郷町農業集落排水事業会計予算までの６件を予算特別委員会に付託し、審査するこ

とに決定いたしました。 

   以上で本日の日程は全部終了しました。 

   再開本会議は３月12日であります。 

   議事日程を配ります。 

          （資料配付） 

〇議長（湯田健二君） 配付漏れはありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 配付漏れなしと認めます。 

   本日は、これにて散会します。（午前１１時１８分） 

 

 

   地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

     令和８年３月１０日 
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       下郷町議会議長 

 

        同 署名議員 

 

        同 署名議員 
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令和７年度下郷町議会３月会議議事日程（第２号） 

 

期日：令和８年３月１２日（木）午前１０時開議 

 

開   議 

日程第 １   一般質問 

追加日程第 １ 請願・陳情 

         委員会報告 

         （総務文教常任委員会） 

           陳情第３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 

                 提出の陳情 

散   会 
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     （会議の経過） 

〇議長（湯田健二君） おはようございます。 

   開会に先立ち、ご連絡申し上げます。健康福祉課長より発言が求められておりますの

で、これを許可します。 

   健康福祉課長、玉川清美君。 

〇健康福祉課長（玉川清美君） おはようございます。先日、全員協議会でご報告いたしま

した新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第６項に基づく議会への報告について

ご指摘があった件でございますが、福島県保健福祉部感染症対策課に確認したところ、

委員会での報告や資料配付での解釈であり、本会議での報告、議案等々の取扱いを示し

ているものではないとの回答を得ております。 

   なお、報告に関しましても、所管の委員会に報告した上での対応を心がけてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 次に、教育次長より発言が求められておりますので、これを許可し

ます。 

   教育次長、只浦孝行君。 

〇教育次長（只浦孝行君） おはようございます。私からは、先日10日に行われました全員

協議会での山名田議員からの下郷町町民体育館の休館についての説明に対しましてのご

質問で、下郷町町民体育館の利用者で合宿での湯野上温泉民宿、旅館を利用して町民体

育館を利用していた学生の団体があったかと思いますが、どうでしょうかという質問に

対しまして、私、教育次長より、湯野上温泉を合宿で利用した際に、学生等に対しまし

て町民体育館の利用は現在ありませんとの答弁をいたしましたが、令和７年度におきま

して湯野上温泉の民宿、旅館を合宿で利用した利用者が町民体育館を利用しておりまし

たので、おわびして訂正させていただきます。大変申し訳ありませんでした。 

   なお、利用団体におきましては東京都の高等学校のバスケットボール部で、夏休みに

合宿での利用がありました。利用期間は７月25から27日までの利用で、34名が利用して

おりました。大変申し訳ありませんでした。今後も休館の周知徹底をしてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

〇議長（湯田健二君） 本日の会議日程は、あらかじめお手元に配りましたとおりでありま

す。 

   ただいまの出席議員は10名であります。２番、星昌彦君から欠席する旨の届出があり

ました。 

   定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。（午前１０時０

０分） 

                                         

  日程第１ 一般質問 

〇議長（湯田健二君） 日程第１、一般質問を行います。 
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   質問の通告がありましたので、順次発言を許します。 

   10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） 議席番号10番、通告書に基づき一般質問させていただきます。 

   １点目の町公共施設の管理について。前回12月会議に引き続き、再度公共施設等総合

管理計画について質問をさせていただきます。 

   １つ目としまして、12月会議では明確な答弁が得られなかったため、前回と同様の質

問になりますが、大内宿の駐車場や道の駅しもごうの駐車場、さらには観音沼駐車場は

れっきとした町の施設、公共施設でありますが、公共施設等総合管理計画に盛り込まれ

ていないのはなぜか、答弁を願います。 

   ２つ目としまして、再質問における町長答弁で、大内宿駐車場の自動開閉機は地区の

ほうで造らなくていいと申出があったので、計画を取りやめた旨の答弁がありましたが、

この駐車場への自動開閉機設置計画は、地区からの要望で始まったものなのか、それと

も町側の企画によって始まったものなのかを伺います。 

   ３つ目といたしまして、公共施設等総合管理計画の中で、町民体育館は耐震基準を満

たしていないことから、当初は計画的な耐震改修を実施すると明記されていましたが、

令和４年３月の計画見直しで施設の廃止、撤去を検討すると変更されました。令和８年

度が計画最終年度でありますが、どのような状況なのか伺います。 

   答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 10番、山名田久美子議員のご質問にお答えします。 

   大きな１点目の町の公共施設の管理についてでございますが、公共施設等の総合管理

計画は、公共施設の老朽化や人口減少といった現状を踏まえ、長期的な視点での計画的

な管理を目的としております。この計画では、公共施設の最適な配置や更新、統廃合、

長寿命化を図るための方針が盛り込まれており、財政負担の軽減、平準化を目標として

おります。 

   １つ目の駐車場を公共施設等総合管理計画に含めない理由につきましては、計画を策

定する上で、駐車場を対象の施設として捉えていなかったことによるものであります。

今後、建築物等の附帯施設である駐車場につきましては、建築物等と一体的に管理する

ものと考え、またそれ以外の単体での駐車場につきましては、改めて計画の見直しの際

に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

   ２つ目の大内宿駐車場の自動開閉機につきましては、大型連休や紅葉シーズン等にお

ける渋滞や交通誘導員等を安定的に確保できないなどの問題解決策として、大内地区か

ら要望があったものでございます。 

   ３つ目の町民体育館につきましては、教育長から答弁させていただきますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

〇議長（湯田健二君） 教育長、湯田嘉朗君。 

〇教育長（湯田嘉朗君） それでは、10番、山名田久美子議員のご質問にお答えいたします。 
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   ３つ目の町民体育館につきましては、議会全員協議会でも説明させていただきました

が、本年６月までの周知期間を置き、７月からは休館とさせていただく予定でおります。

休館理由としましては、町民体育館は建築後51年が経過しており、旧耐震基準の建物で

あります。新耐震基準での改修は実施しておりません。また、令和３年９月に作成され

ました下郷町学校施設等長寿命化計画では、将来方針等としまして、施設の老朽化を踏

まえて施設の廃止及び撤去を実施するとしておりました。昨年12月に南会津建設事務所

の建築専門の方にも町民体育館の状況を見ていただきました。その際、屋根裏からの断

熱材の落下の危険性、床板の耐久性、建物自体もひび割れが多くあることなどから、利

用においては危険であるとの見解をいただいております。今現在も老朽化が進み、とこ

ろどころに補修等が必要な箇所もあることから、利用者の安全確保の観点から、令和８

年６月末をもって休館することといたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） まず、駐車場についてお伺いいたします。 

   単体での駐車場は、改めて計画の見直しの際に検討するということでしたが、建築物

等の附帯施設である駐車場は建築物等と一体的に管理するが、単体の駐車場は検討する

というちょっとあやふやな答弁なのですけれども、これは計画に入れるのか入れないの

か、今の段階でどうお考えなのかお教え願います。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 単体での駐車場というと観音沼駐車場、いろいろあろうかと思いますが、

随時補修工事というのかな、線引き、ラインを引いたりということはやっていますので、

これからの計画というか、そういうものに入れてしっかりとやっていくということにな

れば、それは入れておいたほうがいいだろうと、公共事業の施設管理の関係。そういう

考えを持っています。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） ありがとうございます。この点につきましては了解いたしまし

た。 

   あと、大内の駐車場の自動開閉についてなのですけれども、前回の議会における一般

質問で大内駐車場について質問したら、自動開閉機は地区で要らないと言われたので、

計画はなくなった。そして、今日の質問でも大内からの要望であったということは分か

りました。では、これいつ大内宿のほうから要望があったのか。また、測量業務委託を

して測量したと思うのですが、その測量の開始時期、それからあと見送りするまでの経

過を簡単でいいですので、ご説明いただきたいと思います。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 行政区から大内駐車場の自動化等について要望があったのは、平成29年
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に臨時的要望で駐車場の自動化がございました。それから、平成30年から令和２年まで

は自動開閉機に関する要望はない。令和３年、要するに重点事項の要望の中で、アフタ

ーコロナを考えると大内宿の見込みは容易に想像できます。大内宿整備、再構築の第１

対策事業として考えていますということで、重点要望を継続してこういうことを書いて

あります。また、令和７年、町と３回の説明会を開き、第２案で進めてきましたが、バ

スの入庫ができない、要するにバスの数の問題だと思うのですが、設計なので、今後は

バスの駐車可能な場所はどこか検討すべきであると。また、トイレについても検討すべ

きかと思われるというようなことが重点要望の中身でございます。それから、令和８年

度では自動開閉機に関する要望なしということです。経過としては、令和６年１月12日

に事業計画案、それから６年の２月９日に駐車場運営、駐車場システム、駐車場のレイ

アウトについて受注しました。令和６年４月11日に現況整理、地元説明会の実施をして

います。同じく５月の９日に駐車場のレイアウトの提案をして、令和６年６月19日に駐

車場のレイアウト提案と経過説明、令和６年の８月23日には駐車場レイアウトの提案と

概算工事費用、それから令和６年10月５日には大内地区の総会があって提案内容の検討、

提案の見送り決定と、こういうことになっていますが、要するに大内地区で自動開閉機

の要望は、それはそれで実施しようという考えで町でもおりましたけれども、私として

はあそこの駐車場は約十四、五台ぐらい止められる、大型車両。そうしますと、自動開

閉機をつけるとそこに大型バスが入れないということになってきますので、これからは

大内地区のほうにそういうことが今後で出るということになれば、やっぱりバスの駐車

場を再度検討する必要があると、こう思います。ですから、この大内駐車場近辺の中で

も無料駐車場と言われる、忙しいときは駐車料金取っているみたいですけれども、こう

いうところをもう少し検討してやっていくことが、今後の大内の観光入り込み数を考え

ると、またその話を、町から出すか大内宿から出すか、これ別ですよ。そういう考えで

やっていかないと、自動開閉機をつけたらバスが入れないから料金が払えなくなるとか、

そういう考えでは私は駄目だと思う。大内の今後のことを考えれば、やはりもう一度考

え直す必要があるだろうと思います。駐車料金が、その８％が町の財源で入ってくるわ

けですから、延びれば延びるほど事業の展開ができるという考えになります。ですから、

それを考えればやはり違う場所にやるべきだと。 

   それで、私は以前、四十何年前、白川郷に視察に行ってきました。昨年の５月17日、

白川郷に行ってきたのだけれども、あの四十数年前から比べると、白川の駐車場は大内

と変わらない小さな駐車場。ところが、去年行ってみたら、大型バスは何十台も止まっ

ているし、それからあそこには庄川という大きな川が流れているんです。そこにつり橋

を架けて渡して観光客を入れて、というのはバスの駐車場から、普通の一般の駐車場も

ありましたけれども、つり橋の揺れること。私、渡ってきました。そういう施設も造っ

てやっぱりやっているのです。だから、大内もいろいろ検討することによって、駐車場

はバスの駐車場を確保できると私は考えている。ですから、こういうところをしっかり

と行政区のほうでも検討してやっていくことが必要ではないのか。駐車場協力金、協力

金の分は取らないでほしいなんていう、重点要望に出るようではこれは非常にまずいの
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かなと私は考えていますから、前に進むことがやっぱり必要でないかと。今後そういう

ことにお話合いをして、機会があればそこに私が直接行ってお話ししたいと考えており

ますので、ご了解ください。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） 私も駐車場に関しては、やはり渋滞を呼び込む原因でも今ある

と思うのです。だから、さっき町長おっしゃった、舗装していないところというのはふ

だん使わないのですけれども、いっぱい入るとあそこも使いながらやっているわけです。

あと、今食の館があったところの土地の問題とか、あそこ建物も含め、前の土地も結構

あると思うのです。その辺はやはり大内宿との協議を経ながら、いろいろ考えていかな

くてはいけないとは思うのですけれども、やはり今回はこの要望があって、せっかく町

のほうが予算を組んでやったわけです。なのに、中止したという流れを言われると、た

しかこれ予算が1,000万円以上使っているのですよね。何かそれがすごく無駄に、水に流

れてしまったのではないかなというふうに考えられてしまうのですけれども、その辺は

どうなのかなというふうに考えています。やはりこの自動開閉機の設置のための調査費

用というのは、予算化を私たちは承認したわけです。ある程度計画に入ることを承認し

たつもりなのですけれども、やってみたら駄目だったということで計画中止にしたので

あれば、そういったことの経過もやはり理由として言っていただかないと。というのは、

前回の一般質問の答弁で中止になったというのを初めて知ったのです。その辺のことを

考えますと、中止になったら中止になったで議会への情報をやはり届けていただいて、

扉を開けていただけないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 大内地区の人、代表者の役員もおるでしょうけれども、駐車料金の８％

というそのものの考え方が私と解釈が違うのだと思う。というのは、１億円を駐車場も

らっても800万円でしょう。茅葺き屋根を１件500万円出すと1,500万円でしょう。そうす

ると、大内の人たちは駐車料金から８％取っているというものを、そのものをまだまだ

足りない、もっとやってもらわなければ困るという、その全体的な雰囲気がそれこそあ

るのです。ですから、事業料については８％長めで消化している。そして、区の行政で

やって、中止にしますよ、こういうふうになりましたということは一切ない。私に直接

来ない。だから、これは担当者から話すことが町長につながると思っているのだけれど

も、要望書で出ているのだから、それはやっぱりちゃんと言ってこないと駄目なのだ。

だから、私は協議会のとき、だからそれをやっぱり理解して筋を通していかないと、何

だかやるのだかやらないのだか、中止にしたのだかやってもらうのだか分からないので

す。だから、そこはちゃんとこれから私は指導していきたいと思う。次の質問のときの

材料になるのだ、これ。そういうことですので、ご了解ください。そういうことをちゃ

んと重点要望に出してきたらば、答えが出てくる、返答が出てくるとやらないと、何だ

か分からなくなってしまう。また出る可能性あるのだ、駐車場整備が。そういうことで

すので、よろしくご理解ください。 
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〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） 了解しました。行政区もきちんとまとめて要望することと、そ

れをやってもらうためにはどうしたらいいかというのをやっぱり一緒に考えていくとい

うのが必要だと思いますので、今後その辺もよろしくお願いしたいと思います。 

   では続きまして、町民体育館についてお伺いいたします。最初に、おとといの全員協

議会で説明を受けました。これ私質問を出した後に全協でやりますって伺ったものだか

ら、今回こういう質問だけになったのですけれども、あのときに同僚議員から、ちょっ

と納得がいかなかったから質問しますということで出た件で、南会津建設事務所の専門

家に見ていただいて、断熱材の落下の危険性、それから床板の耐久性、建物自体にひび

割れが多くあり、利用においては危険との見解があったということなのですが、４月か

ら６月までにおいて使用しますと。その間、周知期間を設けるということなのですけれ

ども、それは大丈夫だということのアドバイスはあったのでしょうか。その点お伺いい

たします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   教育次長、只浦孝行君。 

〇教育次長（只浦孝行君） 今ほどの山名田議員のご質問にお答えします。 

   危険箇所というのが当然ありまして、その辺につきましては明示した中で、この辺は

使わないようにということで注意喚起を行いまして、その３か月間、危険のないように

利用していただくという対策をしてまいりたいというふうに思っていますので、よろし

くお願いします。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） 前回の全協のときに写真を頂いて、この部分のひび、それから

床、天井というのはあったのですけれども、ではそこを除いたところであればオーケー

ということで建設事務所のほうはおっしゃったということでよろしいですか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   教育次長、只浦孝行君。 

〇教育次長（只浦孝行君） 今ほどの山名田議員の質問にお答えいたします。 

   そこの部分が危険だということ、それも当然なのですが、そのほかについてもちょっ

と若干ひび割れなんかもあるということですが、利用においてはその部分、落下とか、

ひび割れの部分で落下するようなところというのは、断熱材は当然そうなのですが、落

ちそうなところにつきましては利用しないように注意喚起をして、そのほかで使ってい

ただくような利用の方法ということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） だとしたら、その４月から６月までの間、もし万が一何かあっ

た場合、これって危険性があるのに分かって利用させるというのは、住民の方々の命よ

りも周知することのほうが大事というふうにしか考えられないのです。ですよね。３か

月間使っていいですよ、だけれどもその間は周知します。でも、その間何かあったらど
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うするのですかというのが何かすごく曖昧なような気がするのです。その辺をどういう

ふうに考えていらっしゃるのか伺いたいのですが。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   教育次長、只浦孝行君。 

〇教育次長（只浦孝行君） 今ほどの山名田議員のご質問ですが、危険箇所というのがこの

間の箇所で示された部分ですが、そこを除いた部分で利用していただく。当然万が一そ

んなことがないような形での注意喚起を行った上で、当然その３か月間の利用というこ

とで、そのときに万が一ということ、落下があったとかという、そういう話であれば、

そういった場所を避けていただくように一応注意喚起をしていきたいなというふうに思

っております。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） 例えば今、町民体育館を利用したいときに、町民の方が行った

ら、誰も使っていないのに、いや、今日は使えませんよってその管理の方に言われたと

いうのです。いわゆる予約して使うこともそうですけれども、町民が普通にいつでも使

えるはずなのですよね。だから、例えばこの３か月間も行ったら普通に使えるというふ

うに考えていいのですよね。だとしたら、やはりこういう危険性の中で使わせるという

のはどうなのかなと思うのです。だから、やはりこんなに３か月もかけるような周知の

仕方というのが必要なのかどうか。例えば、もう６月まで何か予定が入っていますよと

いうことなのか、その辺はどうなのでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 山名田議員さんの心配されていることは重々私も分かっていまして、こ

の建設事務所の専門家が調査した結果について私が判断したので、ですから３か月間は

周知期間だということですが、町民体育館を利用される町民の方以外の方も電話や受付

で来た場合は、極力コミュニティセンターというところもありますから、そこをご利用

願えませんかという指導をしていきたいと思います。 

   以上で理解いただきたいと思います。 

〇議長（湯田健二君） 教育次長、只浦孝行君。 

〇教育次長（只浦孝行君） 予約とか、そういったことがあったのでしょうかという話でご

ざいますが、今のところ予約とか、そういったものについては入っておりませんので、

休館に対しての周知徹底を図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） あと、例えば７月以降は休止ですよということなのですけれど

も、あの体育館って健康診断のときにも使われていましたよね、昨年まで。たしか６月、

９月、町民体育館で、江川地区の方はあそこを利用するのですよね。それはご存じです
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よね。例えば今後、もしあそこ使えなくなれば、やはりふれあいセンターとか何かにな

ってしまうわけですよね。やはりもっときめ細やかに周知をするということがかなり必

要ではないかなと思うのです。 

   それと、あと先ほど教育次長から訂正がありました。夏合宿入っていないとおっしゃ

っていたのですけれども、昨年は１件かもしれないですけれども、コロナ前は結構何件

もあったのです。旅館、民宿を利用していただいて、何で町民体育館がいいかというと、

運動のためにランニングしたりしながら体育館を利用していたのです、生徒が。その中

でやはりこれを、例えば今年も予定しているというところ話を聞きました。だけれども、

全く何の連絡も町からないので、驚いていました。毎年利用するときに旅館、民宿、あ

るいは利用者から教育委員会に使用許可願って出していませんか。出していますよね。

だとしたら、去年、おととし、その前からずっとそういう経過があったというのは分か

るはずなのです。だとしたら、この計画を出す前に、出すと同時にやっぱりそういった

ところに連絡をして、今年はこうなりますけれども、代替はどこにしますのでという連

絡をきちんとしていただかないと困ると旅館の方は怒っていました。今さら言われても

と。やはりこれが分からないで予約を取って、使えませんでは、相手に対しても失礼で

すよね。そういうことのないようにやはりきちんとやっていただきたいというのは言っ

ておられましたので、その辺やはりきちんと代替場所。これコミセンになると困るって

言っていました。やはり移動手段がないのです。湯野上に泊まるから町民体育館を利用

する。では、あとどこにするのだというと江川小学校とか、何かないわけです。だから、

そういったのが使えるのかどうか、その辺も改めてお伺いいたします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   教育次長、只浦孝行君。 

〇教育次長（只浦孝行君） 今ほどの山名田議員のご質問にお答えします。 

   町民体育館のほうで休館になった場合、江川小学校の体育館という話もございました

が、そちらのほうも今後検討して、そちらのほうに変えられるようであれば検討してい

きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） 町長、星學君。 

〇町長（星學君） 山名田議員、やっぱり人命は大切ですから、そこを専門家に見てもらっ

て、危ないよという判断したら、やっぱりそれは使うべきではないと思っているのです、

私は。ですから、８年度からはそういう考えで基本的にはそういうことを、人命を守る

と、安全にしなければならないということだから、こういう急遽の話になってきました

けれども、これ震度６強で潰れるって言われたのです、その調査で。だから、これはも

う既に使えない。それを改修する、補強するのに幾らかかる、３億5,000万円かかると言

われた。壊すのにも３億5,000万円かかる。これ今の財源というか、町の予算上ではこれ

はすぐにできない話です。こういうことですから、早急に皆さんのご理解をいただいて、

やっぱり人命尊重でやっていくことが町の責任者であるということですので、ご理解い

ただきたいと。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 
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〇10番（山名田久美子君） 休館することについて特に異議はございません。ただ、それに

至る過程を今言っているのであって、やはり使えないなら使えないなりの処置をしてい

ただきたいというのが、本当に江川小学校借りるにも相当苦労するのです。体育館もそ

うですし、グラウンド、ソフトの合宿で来ても大変なのです。その辺も含めて、やはり

旅館の人、民宿の人たちは苦労して借りていたわけなのです、今まで。その辺を含めて

考えていただきたいということなのです。 

   やはりこの休館について、先ほど町長、町長ご自身で判断されたのでしょうか。これ

は、何の規定に基づいて誰の権限で行ったのか、その辺はどうなのでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 町長、星學君。 

〇町長（星學君） 権限だとか、そういうことではないのだ、これは。要するに耐震性、耐

震がクリアしていないのだから、そもそも。これが数字なのだ、これが。耐震の数字が

駄目なのだ。だから、そこは権限でも何もない。そういう考えでいかないと、権限があ

るとかないとかって、町長が決めたのか決めていないのか、要するに耐震の計画に入っ

ていない、クリアしていないのだ、国の決めている基準に、数字に。だから、これ当然

クリアしていないのだ。国で決めた、クリアしていないのだから、これ権限も何もない

のです。そういう解釈してもらわないと、町長がとか教育長がとかという話ではないの

だ。要するに耐震の数値がクリアしていないのだから、これは駄目です。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） 耐震性とかそれは分かっていて、休館することも分かります。

だから、そうではなくて、やはりここを休館にするって出したときに、ただ単に休館し

ます、耐震性がないから。だけれども、それには基準があるでしょうということなので

す。条例だとか規則だとか、そういったのはないのですか、休館にするための。そこを

お伺いしたいのです。やはり一番は、この体育館に関しては確かに耐震性、先ほどから

言われている満たしていないからといってもう十数年たっているわけですよね。公共施

設等管理計画でも廃止、それから撤去の方向とされて３年、南会津建設事務所が見てい

ただいてからも約３か月たってようやく休館、使えないようにしますということなので

すけれども、いずれになってもやはりちょっと遅過ぎますよねって。周知もしないでた

だ休館しますというのではやっぱり誰も納得しないのです、町民は。利用していた人が

いるわけですから。やはりその辺ってちょっと教育委員会で怠慢なのではないですか。

きちんと報告しなくてはいけないところを報告しない。いきなり休館です。周知期間は

４月から６月ですって言われても、まだ先ですよね。町民誰も知らないのです。だから、

やっぱりそれではちょっとおかしいのではないかということを申し上げているのであっ

て、耐震性だから使わないようにする、それは分かります。それについて云々かんぬん

言っているわけではありません。やはりこの対応のまずさについて言っているので、そ

れについてのお答えを伺います。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 対応の遅れについては大変申し訳なかったと思いますけれども、これは
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管理運営していく上で安全性が取れないということの判断だから、これは早急に判断し

たのです。ですから、それは教育委員会にかけていただいて経過報告をして、そしてそ

れから議会に報告して、全員協議会で報告して、そういう３か月間というのを周知期間

として設けるということだったらそれでいいかと思うのですが、私の判断ですよ。あと

は利用されている子どもたち、あるいは他町村の人たち、あるいはそれを旅館業の人た

ちが受け入れてやっていくということになりますけれども、そのことについても３か月

で周知をしていく以外にはない。ここでそれを早めてやるということも、今過ぎてしま

ったので、それはできませんけれども、そういうことで周知をしていくということにな

ろうかと思います。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） では、最低限でも、もう夏合宿の予約って入ってきますので、

その辺はやはり考慮してやっていただきたいと思います。 

   時間がありませんので、次の質問に移らせていただきます。２つ目が大内宿の世界遺

産登録についての質問でございます。今定例会では、町長４期目としての初の当初予算

が提出され、これまでの継続事業や新たな取組に期待しているところです。そのような

中ではありますが、町長は４期目当選直後の新聞社のインタビューで、大内宿の世界遺

産登録を目指す旨の記事を拝見いたしました。世界遺産としての登録にはかなり高いハ

ードルをクリアしなければならないと思いますが、４期目就任後、最初の議会であった

12月会議での所信表明ではこのことは語られておりませんでした。そこでお伺いいたし

ますが、町長は大内宿の世界遺産登録を目指して取り組んでいく考えなのかどうか。ま

た、この発想は地区からの要望なのか、それとも町長個人としての考えなのか伺います。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） まず、大きな２点目の大内宿の世界遺産登録についてでございますが、

議員もご承知のとおり、大内宿は昭和56年４月18日に宿場町として全国で３番目に国の

伝統的建造物群保存地区に選定されております。また、会津の三十三観音めぐりの構成

文化財として日本遺産にも登録されています。貴重な文化遺産となっております。この

大切な宿場町の景観を未来へ継承していくため、区民自ら住民憲章をつくり、売らない、

貸さない、壊さないの３つの原則を守りながら、景観保存ゾーンと伝統的な茅葺きの技

術習得、継承に区民が一丸となって取り組んでいただいているところでございます。ま

た、大内宿保存会は、以前から世界遺産である白川郷に追いつけ追い越せをスローガン

に大内宿の保存に取り組んでいることなどから、大内宿をさらに本物にさせ、世界遺産

を目指すという情熱を持って取り組んでいくことが今後の適切な保存と活用を進める上

で大切ではないかと考えております。 

   時間がないので、私の考えでこの世界遺産という発言はした。日本の世界遺産は、文

化遺産と自然遺産で26か所ある。世界遺産として登録されている26か所、文化遺産では

登録が21か所、自然遺産で登録が５か所、文化遺産の代表的なところとしては姫路城な

ど、それから白川郷と五箇山、平成７年に白川郷と五箇山は登録された。自然遺産に代
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表されるのは知床だとか白神山地など。富士山なんかは平成25年に信仰の対象として、

芸術の源泉というのが評価されて文化遺産に登録された。ほか文化遺産として富岡製糸

工場、佐渡島の金山など、2024年までは20件以上の登録がされている。白川郷、五箇山

の登録は、合掌造り集落と雪深い環境に合わせて生み出された合理的な建築様式である。

日本の急激な変化の中でも変化せずに存在し、山間部で暮らす人々の文化を象徴する伝

統的な集落であります。そういうことから登録された。それでは大内宿はどうなのだと、

世界遺産として登録できるのかということになるのですが、大内宿は江戸時代の宿場町

の景観を現代に伝える非常に価値の高い場所であります。国の伝統的建造物群保存地区

に選定されています。住民憲章の売らない、貸さない、壊さないの３原則を守り続けて

いることから、世界遺産登録の可能性は十分にあります。 

   世界遺産として評価されるポイント、１つ、唯一無二の歴史的景観で江戸時代から

400年以上前の茅葺き屋根の民家群が約450メートル沿道沿いに並び、当時の面影を色濃

く残している。そしてまた、２つ目として生きた文化遺産。単なる展示施設ではない、

現在も人々が実際に生活して、景観を守りながら観光地として機能している。３つ目は

伝統的技術の継承。住民が協力して屋根のふき替えなど伝統技術を維持、継承している。

以上の３つの評価から世界遺産として登録できる可能性はあります。世界遺産登録には

白川郷のような顕著な普遍的価値の証明が必要でありますが、保存状態のよさと生活感

の存在は大内宿の大きな強みであると考えています。こういうことから私は世界遺産に

登録を希望してもいいのではないかという発言。ただし、もう一つは、この原因として

は、実際私も白川郷も行って見てきたし、大内と比較した場合にそんな変わりがないの

です。要は住民の考え方なのだ、今３つの点ということで。それで、これの保存対策調

査報告書というのがこれ31年３月に出てきている。これ山名田議員も見ていると思うの

ですが、見なくても、私が感じたこの報告書の中では、やっぱりこれから大内宿を確立

したい。ブランドを最大限に利用してこれからやっていかないと、結果的には大内の観

光、また新たな次元に引き上げていくことが大切だということを言っているのです、こ

れは。これは私が言っている、調査報告書が言っている、大学の先生。だから、こうい

うことを目指していくということが保存につながるのです。これを理解していただきた

い。私は、そういうことで大内を見捨てるわけにいかないのだ。下郷の財産でもあるし、

国の財産なのです。これ世界遺産、白川郷と比較してどう違うのかと。やっぱり地域の

人たちの考え方をもう少しそういう目指してやっていくと、新たな観光資源をつくり出

していくのだという目標でやることは私の発言である。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 45分経過しました。 

   答弁漏れはございませんか。 

〇10番（山名田久美子君） 答弁漏れというより、最後に、今町長、見捨てるわけにはいか

ないとおっしゃいましたので、住民の声をよく聞いて、やはり賛成、反対いろいろある

と思いますので、その辺を踏まえながら進めていただきたいと思います。 

   以上です。 
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〇議長（湯田健二君） 答弁漏れはございませんか。 

          （「はい」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） これで10番、山名田久美子君の一般質問を終わります。 

   ただいまより休憩します。（午前１０時５０分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開します。（午前１１時００分） 

   次に、９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 議席番号９番、星邦一、通告書により一般質問をいたします。 

   移住、定住対策の特別班の設置状況等について。去る12月議会における一般質問で町

長４期目公約について質問をいたしました。その中の移住、定住における再質問の中で

町長は、町全体で、あるいは議員の協力を得て、その受入れ状況の準備をしていく。特

別班をつくり、議員と一緒になって進めていく。絶対にやりますからと答弁されました。

また、職員には意識改革や情熱などをしっかりと周知徹底して頑張っていただくとの答

弁もありましたが、この特別班の設置や、職員への意識改革や情熱などの周知徹底の状

況について答弁いただきますようお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） ９番、星邦一議員のご質問にお答えします。 

   まず、大きな１点目の移住、定住対策の特別班の設置状況等でございますが、令和７

年度からスタートしました第７次総合計画では、魅力あふれる未来へつなぐまち下郷を

将来像に、５年後の定住人口4,200人を指標の目標として設定したところでございます。

これは、令和５年12月に社会保障・人口問題研究所が公表しました令和12年の推計値で

本町の人口は約4,100人まで減少すると予想されておりますことから、それを上回る

4,200人の維持を目標値としたものでございます。しかしながら、コロナ禍が収束して以

降、産業競争力や労働条件の面から首都圏の人口吸収力が高まる中、少子化も国の見通

しを上回るスピードで進行することが予想されているため、多くの地方自治体、特に本

町のような小規模自治体にとって、推計値よりも厳しい情勢になっていくことが見込ま

れております。 

   このような状況の中で若年層の移住、定住に対する取組をより一層加速化するため、

先月２月には入庁10年以内の若手職員を対象とした町長、担当課長との意見交換会を実

施、開催したところであります。意見交換会の趣旨としては、若手職員の意識の共有や

本町の将来像等について、私の思いを話しながら意見交換を行うといったところでござ

います。若手職員の新たな、そして大胆な発想を期待すると同時に、若手職員が町の将

来像を積極的に考え立案することにより、意識改革や町づくりに込める情熱などを持っ

た人材育成につながってまいるものと考えております。まずはこうした取組を継続し、

その先に必要に応じて特別班の設置の検討も含めながら、移住、定住の施策推進に努め

てまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 
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〇９番（星邦一君） 答弁ありがとうございました。ただいま町長のほうから若手職員と意

見交換を継続して、特別班の設置等の検討も含めながら、移住、定住の施策の推進に努

めていきたいということですが、12月議会からちょっと何か後ろに下がったかなという

感じはするのですが、トーンダウンしたかなという感じはするのですが、町長自ら職員

を配置した特別班を編成してしっかりやっていくということで12月議会ではおっしゃっ

ていたのです。物すごく熱い答弁でありましたが、私個人として、４月から新しい特別

班ができるものだというふうに期待しておりました。私とても残念で、非常に残念でい

ます。これが特別班ができないために１年、２年遅れるだけでなくて、町はどんどん衰

退していくのではないかなと私は思ってしまいます。そして、もしこれが検討、検討で

終わってしまって特別班にならなかったということになってしまうと、町長のあの答弁

は否定することになりますが、町長、必ずこれはやりますよね。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 邦一議員にお答えしたいと思いますが、私は12月では情熱込めて言った。

一方、考え直してみたときに、さてどういう人を選ぶかということを考えたときには、

まずそこまでの考えのことを知っていただかないと、私の考えを。そういう考えなので

す。それと、以前は、昔は企業を誘致しなければならないとか、企業的な考えで役場の

運営をしなければならないというようなことで特別班をつくった町長さんがいるので

す。助役さんの前に３人机並べてやっていた。それが企業課という感じになってきた。

あるいは、国体を成功させるために国体準備室つくってやってきたという、短期間のこ

とについては実はそういう準備室とか班を、国大班だとか、企業班だとか、要するに特

別班です。そういうのを設置した経過はある。ですから、私はそこで、12月議会で特別

班をつくって人口問題をやっていくということを考えた。それで、報道機関でもおっし

ゃっているように県内の首長さん方が、人口減少に関するアンケートでは９割以上の自

治体が消滅しかねないと、そういう危機感を抱いているのです。それは、少子高齢化や

県外への流出などを背景とした人口減少が歯止めがかかっておらず、人口減少に伴う自

治体運営が厳しさを増すことです。本町においてもその現状は変わりはなく、また県に

おいても若年層の県外流出が継続しているということでアンケートにも回答している。

県でもそういうことを考えている。就業機会の確保や移住、定住の促進、子育て世代の

負担軽減などを取り組みながら、必要であると認識して地域創生・人口減少対策本部設

置要綱を設置している。ですから、こういう設置した役割は、現状の分析、目的、役割、

運営、進め方など取り組んで加速させる、進めていく。本町においても要綱等の設置を

することも必要です。県が設置しているのだから。ですから、それに並んで設置するこ

とは簡単です。しかし、進め方としてどのような方法がよいのかと。要するに特別班を

つくってすぐにやるのかと。やはり若手職員あるいは外部の人たちを入れて、ワーキン

ググループをつくってやるとかというような方法もあります。進め方としてどのような

方向がよいのか町として考えて、外部の意見の反映も実行する前に聞きたい。職員の発

想や若い女性の意向調査も実施しながら始めることとしたほうがいいのではないかと。
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特に若い職員から意見交換として出発して、若者たちの発想や考え方を知りながら、外

部団体との意見交換を開催するなど、本町の地域創生・人口減少対策本部を設置したい

と思います。 

   実務的には検討を行うワーキンググループ特別班と、これが特別班です。組織して運

営を始めていきたいと考えております。ですから、ここで、12月から３月までの間にそ

うした若手の職員を対象にして、若い人たちがどのように考えているのかを聞きたかっ

た。職員の若手との交換から始めて、目的の、全体的な方法の一部としてそれを取り入

れる。ですから、これから特別班については、こういうことを実行していきながら移行

していきたいと、こう考えている。これは、当然企業課をつくるとなれば、そういう目

的があるわけです。あのときには養鱒公園をつくった。それが企業特別班、国体の分は

国体実行の特別班。だから、この人口問題の関係は非常に難しいのです。ですから、そ

んなに簡単にはできない。しかしそれを見捨てるわけにいかないです、やっぱり。どこ

の町村だってこれが人口減少問題、人口減少問題って一番先に言っているのです。町長、

首長さんたちが当選すると必ずそこへ入っています。ですから、本町でも県の設置要綱

を見習いながら、そして設置していくためにはどのようにしていくか。特別班をつくっ

て、その中身を検討していただいてやるか、あるいはその前に外部の人たちも入れて意

見を聞きながら、特別班でそれを組み入れながら設置要綱をつくるか。それから始まっ

たほうがよいのではないかということですので、情熱は捨てていません。そういうこと

で理解いただきたいと思います。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 今の町長のお話ですと、これから若い人たち、いろんな中堅、いろん

な意見を聞きながら進めていく、外部のほうも進めていくということなので、本当に早

急にこれは進めていかないと、本当に消滅する町になりますので、この辺はよろしくお

願いします。 

   それと、やはり一番大切なのは、以前も言いましたけれども、職員の意識改革だと思

うのです。これをやりながら、そして町長の熱い情熱を職員に注入して、町民のために

頑張っていただきたい。ちょっと町民のほうから話あって、この前、今、先月からです

か、農政座談会があっていろんな話をしています、各地区において。その中で町民のほ

うから土地改良事業はどうなったのだという話になって、いろんな話をして、基盤整備

をやっていただけないかという話も私のほうから聞きました。でも、職員のほうから面

積がないから駄目なのだという話も聞きましたが、私調べたところ、５町歩以上あると

基盤整備はできるのですよね。そこで断言するというのはおかしいと思うのです。です

から、そういうところもやはり職員が勉強してある程度答えていただかないと、本当に

役場は何やっているのだということになりますので、その辺もよろしくお願いします。 

   それと、12月議会で言いましたホームページ、これ一般質問で私指摘しました。質問

した翌日には町長の挨拶、これ更新されました。ただ、ホームページのトップに町の人

口、これが令和６年11月のまま更新されていないのです。更新されたのは今年の２月中

旬です。町長、これはやはり職員に意識改革させないと本当に町はどうなっているのだ
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となりますから、本当に周知徹底してください、町長。お願いします。町長どうですか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） ご指摘いただいてありがとうございます。私は、今邦一議員のおっしゃ

っていることは重々承知していますし、これからそれを徹底しなければならない、こう

考えています。ですから、人口減少の認識の変化が捉えられていないということが１つ。

それと町づくりの目標、住みたい町はどういうものかというものも認識してもらう。そ

して、人口減少と誇れる町の実現はどういうものなのか。そして、現状における課題の

解決はどのようにすればいいのか。そして、最後には一人一人が輝く社会をつくる。人、

仕事、暮らし、これを十分認識してやっていくと。今端的に、具体的なことは申し上げ

ません。目標として言いましたけれども、また移住、定住の推進についてもこれからい

ろいろな、移住に関してのコーディネーターさんなんか来ていただいて、やっぱりそこ

を職員と意見交換させていただいて進めるというのが特別班の役割になるし、今言った

ようなことを職員が踏まえてやっていただけるようにするということが私の考えであり

ます。これからもますますそのように進めていきたいと思いますので、ご理解をお願い

したいと思います。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） よろしくお願いします。 

   時間もないですので、２番目に入らせていただきます。ネギ生産農家助成事業の検証

について。私は、これまで数回にわたって当町農家の振興策として、大内宿などそばを

提供する食堂が他町村に比べて非常に多い状況からも、ネギを町の特産品としていくこ

とを提案し、支援を求めた結果、今年度からネギ生産農家への補助支援に取り組んでい

ただきましたことに感謝申し上げます。ただ、町側の周知が遅れたことにより、生産で

きなかったという農家の声があったのは残念でありましたが、それでも新たにネギ生産

を始めた方、生産量を増やした方も多数おり、農家から直接買取りに切り替えたそば屋

さんや食堂も多数あったと聞いておりますので、ネギの特産化に向けた第一歩を踏み出

すことができたと考えております。そして、特産化に向けては、一、二年で成果ができ

るようなことではなく、検証などを踏まえてよりよい制度にしていくことがより重要で

あり、令和８年度に向けた町としての検証結果をお聞かせ願います。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） それでは、９番、星邦一議員の、次に大きな２点目のネギ生産農家助成

事業の検証についてでございますが、議員おただしのとおり、本町にはそばなどを提供

する飲食店が多く、ネギの消費量も多い状況にあることから、令和６年６月議会におい

て議員からネギを町の特産品とするご提案をいただき、ありがとうございます。令和７

年度に町農業再生協議会、頑張る農業支援事業でネギの生産奨励事業を新設し、生産農

家の所得向上及び生産意欲の向上に向けて、令和７年６月25日付で各農家へ周知を図っ

たところでございます。町といたしましても、この事業が本町のネギの特産化に向けた
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第一歩と考えております。しかしながら、今年度につきましては、事業内容や活用方法

について農家への周知が十分に浸透していなかった可能性や事業開始初年度であったこ

とから、令和７年度の本事業の申請件数は２件で販売数量が１万4,600本、販売先の店舗

は８店舗となっております。ネギの生産計画は、前年度から練られている場合も多く、

事業開始年度においてはネギの生産奨励事業の活用を前提とした生産計画ではなかった

ことも一つの要因でないかと考えております。その結果を踏まえ、来年度の生産計画に

向けて、２月25日から３月９日にかけて実施した農政座談会では、下郷町農業再生協議

会事業に関する概要説明の中でネギ生産奨励事業の周知を図ってきたところでございま

す。今後、ネギ生産奨励事業の周知が町内農家へ浸透し、有効に活用されることにより

生産量の増加につながり、町内における需要と供給のバランスが取れた地産地消の循環

に近づくものと考えております。今後も引き続き支援事業の周知を行うとともに、地域

特産作物の育成に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） ありがとうございます。私は、ネギ生産農家助成事業の検証というこ

とで質問したのですが、町が補助支援を行うというのは税金を使って投資をするという

ことなのです。この事業をよりよい事業に発展させていくことが大事だと私は思い、そ

れに生産農家やソバ農家などから意見を聞く必要があると考えていると。農家のほうか

らも話を聞きました。食堂からは、やはりスーパーや町外業者とは違って良質なネギが

仕入れることができたというふうに喜んでいる食堂さんもおります。その反面、農家の

方からは、主体は本当に大内宿ではないの、大内宿に納めても遠いし、配達する時間帯

も限られている。中には町の助成金、これがあるからということで安くしろという買い

たたきがあるということも分かりました。安くしろと、10円補助するのだから、もっと

安くしろ。こういった声というのは、農業再生協議会の窓口である農林課には届いてお

るのでしょうか。答弁お願いします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   農林課長、猪股朋弘君。 

〇農林課長併任農業委員会事務局長（猪股朋弘君） 買いたたきの話になりますと、個別の

案件になってくるかと思います。直接そうされたとかという話は、私は直接聞いてはお

りませんが、やはり店舗によっては金額、取引になりますから、まちまちの取引になる

のかなと思います。ただ、補助金がという話に行きますと、またちょっと話は変わって

くるのかなと思いますので、今後そういう話があるようであれば、また別な話で検討し

なければならないということになるかと思いますので、ご理解願います。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） いろんなところ、大内宿でも町の食堂、ラーメン屋さんからも話は聞

くのですが、本当にみんなネギは足りないと言っております。特にこの下郷町というの

は高齢化が進む町なので、生産量を増やせといってもなかなか増やせない。集荷、配達

もできないということで、今ＪＡ会津よつばさんのほうが、営農指導員ももう田島に、



 

- 35 - 

南会津に行ってしまったということで、本当に農家さんが頼りになるのは町なのです。

それで、私その集荷、配達というのを提案したいのですが、観光公社が毎日のように大

内に上がっていますよね。それを担ってというのは、町長どう思いますか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） ９番の星邦一議員にお答えしますけれども、まずそういう方法も考えら

れると。以前、直売所に持っていくときに、各種行政区でまとめておけば運んでくれな

いかなという話も出ていました。しっかりと時間どおりにそこに出席、出席という言葉

使っていいか分からない。ネギならネギ、直売所で売るものであれば売るものというこ

とでちゃんとそこにそろえておければ、大内に行くときであっても、若松に行くときで

あっても、南会津町に行くときであってもそれは可能だと思う。やり方としては一番い

い方法なので、高齢者だから、なかなか道の駅行ったり大内行ったり、それがあんまり

にもあれなところがあるので、そうしたことも検討していく方法はいいことだと思いま

すので、私は理事長の立場として、それも一つ考えていくべきではないかと。以前から

この直売所に持っていくときに、どこかに１か所集めてやってくれないかというのが、

農業委員会か何か、再生協の総会のときかな、どっちかで発言された方もいらっしゃい

ますので、そうした方法もやっぱりやれるとすればやったほうがいいのかなという感じ

は今は受けています。実際やっぱりこれは、現場の人たちと話をしないとなかなか実現

できないかも分からないけれども、私一存でやれというわけにもいかないし、やっぱり

職員数の問題もあるし、自動車の台数の関係もあるし、そんなことで検討させていただ

きたいと思います。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 今、町長が本当にいいことを言った。今メモしましたから。それで、

このネギというのもやはりそんなに多く農家さんは作れないです。作っても、大内はや

はり交通渋滞もあるし、いろんな面もある。もしかしたら養鱒公園、左走、あそこに届

けるくらいなら十分できるという農家さんもいます。ですので、やはりそれを再生協議

会のほうでも検討していただいて、より地産地消という意味でもやはりやっていただき

たい。これは強く要望いたします。 

   それで、現在圃場整備、大松川でやっておるのですが、これは農業法人大松川ファー

ムというのをつくって、活躍を期待しているところなのですが、今後のネギ生産化する

に当たっては、やはり大松川の土地改良、そこで反別を多くつくるというのは非常に重

要な役割を担うと私は思うのです。これが今大松川ファームは、何か空中分解するよう

な、基盤整備すら、会議すら全然やっていないということで、今年度も申請できるのだ

かどうだか、これも全然全く白紙の状態です。これ町長ご存じですか。 

〇議長（湯田健二君） 町長、星學君。 

〇町長（星學君） 先月、農林事務所との関係で、私は大松川の圃場整備事業について再確

認した。それを農林事務所では間違いなく、今年はその考え方をまとめて、申請のヒア
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リング、これやっていく。だから、間違いないのです。ただ、今までの期間が、見直し

したわけだ。面積広がったのを集約してやらないと事業対効果が生まれないということ

の判断から集約して、そしてヒアリングをして、そして国のほうに申請していくという

段取りですので、これはぜひ進めていかなくてはならないので、そういう理解をしてい

ただきたいと思います。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 大変喜ばしいことです。やはりこのことというのは地区住民、地域の

住民というのは知っているかどうか。これやはり会議はやっていないので、一度大松川

地区全体で、農林課が出向して、そういう進めますよという話をすべきだと私は思うの

です。ただ、先月来たときは農家の人たちが、地区住民の方がそこに集まったかどうか

分からないのですが、やはり地区の方々も何にも会議ないのだという話も来ていますの

で、やはりそれは早急に、今年中に、多分６月だと思うのですが、申請するという意思

表示、これは伝えるべきだと思います。農林課長どうですか。 

〇議長（湯田健二君） 町長、星學君。 

〇町長（星學君） 私が行って説明します、出席して。そうでないと、俺も最初の会議、去

年、おととしかな、行って、大松川の地区の人たちの情熱を感じてきたのだ、肌で。だ

から、私が行って、このヒアリングを受けるために、そして皆さん頑張ってくださいよ

と。それは、やっぱり私が出席して皆さんにお願いします。それが一番だと思います。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 農家に寄り添って、本当に話を聞いて、農業そのものが衰退しないよ

うに周知徹底を本当に町のほうで力を注いでいただきますようお願いいたします。 

   ただ、１つちょっと問題点があって、何かちらっと聞いたのが、今の話とはまた別な

のですが、年明けに広域でパワハラありましたよね。パワハラの、組合のやつ。それが

何か住民のほうから話聞いて、今の担当課のほうで何かパワハラがあるのではないかと

いう話もあって、その周知徹底というか、熱意がなくなったなんていう話があったので

すが…… 

〇議長（湯田健二君） ９番、通告外です。 

〇９番（星邦一君） では、大きな３問目。申し訳なかったです。起債事業の有効活用につ

いて。町の財政状況につきましては、９月議会で認定しました決算状況からも決算健全

財政を維持しておりますが、決して財源が豊かな裕福な町ではなく、町の様々な課題解

決に向けて、有利な補助事業や起債事業を活用していくことが重要であると考えており

ます。そこで、町長からの話で数多く出される過疎債について伺いますが、交付税によ

る償還金が有利な反面、その枠も限られているため、希望する事業もなかなかできない

ような話が以前にありましたが、令和７年度で過疎債の利用可能枠はどの程度で、これ

に対してどの程度利用したのか、金額のみで結構ですので、答弁お願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 
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〇町長（星學君） それでは、星邦一議員の大きな３点目の起債事業の有効活用についてで

ございますが、本町の財政状況につきましては、９月議会において認定いただきました

決算のとおり、実質公債比率や将来負担比率など、健全化判断比率はいずれも基準を下

回っており、現時点では健全財政を維持しているものと認識をしております。しかしな

がら、本町は決して財源が潤沢な潤いのある自治体ではありません。人口減少の進行、

少子高齢化への対応、公共施設の老朽化対策、防災、減災対策など、取り組むべき課題

は山積しております。限られた一般財源の中でこれらに対応していくためには国や県の

補助制度、そして有利な起債制度を適切に活用していくことが重要であると考えており

ます。その中で過疎対策事業債、いわゆる過疎債は、元利償還金の７割が後年度の普通

交付税に算入されるという極めて有利な制度であります。本町のような過疎地域におい

ては、地域の基盤整備や住民サービスの維持向上を図る上で大変重要な財源であります。

議員おただしの令和７年度における過疎債の発行予定額は２億580万円となっています。

起債の発行につきましては、県知事の同意を受けることが前提となりますが、県全体の

配分枠が制限される中で、今年度第１次要望におきましては約83％の配分にとどまりま

したが、その後、各町村における事業の精査及び市町村間調整により、第２次要望にお

いては満額の配分となる予定となっています。しかしながら、ここで改めて申し上げた

いのは、地方債はあくまでも借入金であることという点でございます。交付税措置があ

るとはいえ、償還のための資金は一度は町が支出する必要があります。また、３割分は

町の実質負担となります。さらに、交付税制度そのものの将来にわたり不変であるとい

うことは限りません。仮に起債に過度に依存すれば公債費が増加し、経常収支比率の上

昇や財源の硬直化を招き、将来世代に重い負担を残すことになりかねません。特に人口

減少が進む中にあっては、将来の税収見通しも決して楽観できる状況ではなく、今後の

判断が数年後、十数年後の財政運営に大きな影響を及ぼすことを十分認識する必要があ

ります。そのため、過疎債の活用に当たっては、将来にわたる公債費負担の推移を見据

えて、補助金等の財源を最大限活用した上で、真に必要な部分に限定して充当すること

を基本に、計画的かつ慎重な運用を進めてまいります。 

   過疎債は、本町の課題解決に向けた有効な手段の一方で、必ずしも万能な財源ではあ

りません。制度の有利さを活用しつつも、将来負担とのバランスを常に意識しながら活

用することが重要であると考えております。今後におきましては、健全財政の維持を前

提としつつ、住民生活の安全、安心の確保、地域の持続的発展につながる事業に対して

は、補助制度や有利な起債を効果的に活用して持続可能な財政運営に努めてまいります。 

   以上でございます。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 答弁ありがとうございます。健全財政を維持していくこと、これは過

度に起債に依存し過ぎることがよくないことというのは十分承知しております。今年は

満額配当となるということですが、年によって満額配当にならない年もあると思います。

そうなれば町の単独費を充当するしかないというわけですよね。また、町長からも過疎

債の枠が決まっているから、やりたくてもできない事業があるといった話も以前、議会
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で幾度となく聞いております。そこで、私なりにほかの市町村の状況などを聞いたり、

調べたりしてきました。市町村によっては、過疎債と併せて過疎債と同等の優位性があ

る辺地債、これも活用している町村、西会津だとか金山、鮫川、そういったところがあ

ります。この辺地債を活用している市町村は、先般の全員協議会でも説明のありました

過疎地域持続的発展計画と併せて辺地総合計画、これを策定して両方の起債を上手に活

用しているということでした。当町はこの辺地債、以前該当したという話も聞きました。

今、当町、辺地債該当するかどうか分かりますか。答弁お願いします。 

〇議長（湯田健二君） 残り４分となります。質問者、答弁者ともに簡潔にまとめるよう努

めてください。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） 辺地債のことも分かっています。しかし、過疎債以上に有利なものはな

いという判断を私は町長になってからしました。それから、いろいろ過疎債にも使う道

があるのですが、緊急自然災害防止対策なんていうのは事業費、林道だとか、そういう

水路だとか直すときにそれのほうが有利だということで、過疎よりもよい。辺地債は過

疎債よりも、ちょっと見れば分かると思うのですが、多分率が悪いのではないかという

判断。ここで率のことをちょっと調べないとあれですが、辺地債よりも過疎債。だけれ

ども、ほかの町村で過疎債は借りる、辺地債は借りる、緊急防災債は借りる、これ財政

の破綻です、私がすれば。これはやっぱりやってはいけないのだ、将来的には。やっぱ

り過疎債借りたら返還しなければならない。交付金で入ってくるといっても。普通の借

入れと同じなのです。ですから、有利なものを使ってやっていくというのが我々の考え

で、過疎債が該当するから過疎債借りて、返すときになるとこれは大変だって。これか

ら利息が高くなってきます。過去10年だとあんまり高くない。今度はいろいろな経済情

勢、国の情勢、金利が高くなってきて、そういう金利のほうが高くなる可能性もある。

そういうことの心配のないように財政的にはやっぱり慎重にやっていかないと、町の将

来のため、10年どうなっていくのか。私が当時の副町長辞めたときの財政調整基金とい

うのは５億円ぐらいしかなかったのです。これ当初予算組めるのかと、こういう心配が

ありました。というのは、やっぱり事業をやることもいいのだけれども、将来にわたっ

てどうするのだと。17、18、19年あたり、そうしたときにはやっぱりやれなかったです、

当時の執行者は。そういう心配のないようにやるものがやっぱり財政の健全化というこ

とですから、そういうことも含めて、辺地債は辺地債でいいです。しかし、辺地債より

も過疎債のほうが確かであることは間違いないと思います。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 地方債は70％、それで辺地債は80％ということで、満額もらえないと

きには、町としてもどうしてもやらなければならない事業もあるというときは、やはり

こういったものを取り入れたらいいのかなということで提案しました。答弁はいいです。 

〇議長（湯田健二君） 答弁漏れはございませんか。 

〇９番（星邦一君） はい。 
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〇議長（湯田健二君） これで９番、星邦一君の一般質問を終わります。 

   ただいまより休憩します。（午前１１時４５分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開します。（午後 １時００分） 

   次に、８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） 議席番号８番、星和志、一般質問を行いたいと思います。 

   下郷町の持続可能な発展と地域経済の活性化のための入札制度について。本町では、

人口減少とともに小規模事業者が減少し、とりわけ電気、管工事業は社会的インフラで

あり、このままでは数年後、夜間の漏水や停電に対応できる業者が町内からいなくなり

ます。私のもとには、町内業者がいるのに町外業者に仕事が流れるという声が届いてお

ります。公共事業費が町外に流出すれば地域内で資金が循環せず、税収減少と雇用喪失

を招きます。町内業者が受注すれば従業員の給与は町内で消費され、法人税、住民税と

して町に還元されます。この循環を守ることが町の持続可能な発展に不可欠です。隣の

南会津町では、地元業者を優先する入札制度が整備されていると聞いております。同じ

南会津郡内で、なぜ本町ではできないのか、町民から疑問の声が上がっております。そ

こで、３点伺います。 

   １、町内の建設、電気、管工事業者数の現状（経営者年齢、後継者など）と10年間の

推移、今後の見通しをどう認識しているか。 

   ２、過去３年間の建設、電気工事、管工事、維持管理委託について、発注総額と町内、

町外業者の受注割合をお示しください。 

   ３、南会津町の地元が優先できる制度を参考に、入札要綱の変更、緊急対応協定業者

制度、総合評価方式への地域貢献加点など、地元優先の仕組みやＪＶ、随意契約の引き

上げ、分離発注を導入する考えはあるか。 

   以上、町長の明確な答弁を求めます。よろしくお願いします。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） ８番、星和志議員のご質問にお答えします。 

   下郷町の持続可能な発展と地域経済の活性化のための入札制度についてでございます

が、１つ目の町内建設、電気、管工事業者の現状についてでありますが、これは経営者

年齢とか後継者等であると思いますけれども、現在把握している内容は過去４年間分の

ものであり、土木一式で12業者、建築一式で７業者、電気で４業者、管工事の関係で７

業者の登録があります。３年前の登録と比較して建築一式で２事業者の減、管工事の事

業者で１事業者の増となっております。土木一式と電気では増減はございません。経営

者年齢については統計的な分析処理をしておらず、また後継者の有無につきましても情

報を得ておりませんので、ご了承願います。 

   ２つ目の過去３年間の建設、電気工事、管工事、維持管理委託について、発注総額と

町内、町外業者の受注割合ですが、土木一式工事では発注総数80件、発注総額６億9,469万
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7,000円、そのうち町内業者80件に受注しておりまして、町内受注割合としては100％と

なっております。建築一式工事では発注総数７件、発注総額１億2,457万5,000円で、そ

のうち町内業者が７件受注しておりまして、町内受注者の割合は100％となっておりま

す。電気工事では発注総数４件、発注総額2,422万2,000円で、そのうち町内業者１件受

注、町外業者３件受注しておりまして、町内受注割合として25％となっております。管

工事では発注総数が14件、発注総額5,679万円で、そのうち町内業者13件受注、町外業者

１件受注しておりまして、町内受注割合として92.86％となっております。維持管理委託

では発注総数56件、発注総額約１億1,602万7,000円、そのうち町内業者26件受注、町外

業者30件受注しております。町内受注割合としては46.42％となっております。 

   ３つ目の他の自治体における地元優先の入札制度につきましては、確認のできる範囲

内で調査を行いましたが、その制度の確認はできませんでした。しかしながら、インフ

ラ整備を行うための地元業者育成は過疎化が進む本町にとっても重要な課題であり、地

域活動を行うためにも必要不可欠なものであることは十分認識しているところでござい

ます。議員もご承知のとおり、入札制度につきましては法令等に基づいた制度となって

おります。これを踏まえた上で、地元優先の制度設計については慎重に対応しなければ

ならないと考えております。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） 答弁ありがとうございました。経営者の年齢は把握していないという

ことなのですが、これは管工事や電気工事業者少ないので、これは危機管理上、分析し

ておくべきだと思うので、今後お願いしたいです。 

   そして、一式工事が受注割合が町内業者が100％で電気工事が25％、管工事では92％と

なっておりますが、こちらの下請状況は町内業者か町外業者かとかという割合は今すぐ

は出ないと思うのですが、そこは分かる範囲で教えてください。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ８番、星和志議員のご質問にお答えします。 

   ただいま総括して件数等を述べさせていただきましたが、中身の下請状況につきまし

てはちょっと資料を持ち合わせておりません。大変申し訳ありません。よろしくお願い

します。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） 推測で物事を言うの嫌なのですけれども、多分町内業者を下請に使う

といった要綱とかルールはないもので、結局一式工事100％ってなっているのですが、町

外に資金は流出しているところが見られると思います。それを踏まえて、私も入札の件

は難しくてちょっと分からなかったのですが、今回の一般質問で調べたら、そして町民

の声を聞いていまして、そして今言った町民の声の一つとしては、一式工事になってし

まい、町内業者、下請を頼まない件があり、大手の使っている町外業者へ流れる件があ

りますということと、本当に小さい企業ですと入札事務が大きな負担である。そして、
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本当に小さい企業では入札に入れない。あと、本店が町内にあるのに、支店の会社より

仕事が取れていないという不満を聞きました。そして、その小規模事業者や私からの改

善案なのですが、一式工事になって下請を町外に流出させないためには、やはり分離発

注などするか、町内企業下請の努力義務を課せるなどあるといいと思います。あと、入

札事務が負担である業者に対しては、小規模修繕工事希望登録者制度というのは50万円

以下の工事であると煩雑な手続がなく、希望登録の小さな会社に仕事が流れていく仕組

みがあるようです。あと、本店があり、支店の会社よりも仕事が取れていないという会

社の対策としては、現状、下郷町の入札制度の要綱は多分つくられていなかったと思う

のです。それを作成し、その中で総合評価方式を取って、町内にその従業員が、下郷町

民で従業員が何人いるかや、ボランティアやっているかとか消防に入っているかとか、

そういった簡易的な評価方式の加点制で運用すれば、公平、公正を担保した制度づくり

ができると思います。これを踏まえて、この不満と改善案について町長はどうお考えで

しょうか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） ただいま星和志議員からの質問でございますが、入札制度につきまして

は工事等及び物品等の契約に係る指名競争参加者の資格審査及び指名等に関する要綱と

いうのは町でつくってある。これの要綱に基づいて業者は入札資格審査を受けながら、

町に登録しているわけです。ですから、社員が何名いて、技術取得している人が何名い

て、そこに代表者がいるという形で、この要綱に該当することを当てはめてやっている。

だから、工事を発注して下請させるということは、業者さんが要するに例えばうちを建

てた場合、壁屋さんがいない場合は壁屋さんはどこからか連れてこなければ、建具屋さ

ん。今はそういう建物は少ないのだけれども、そういう形しかない。だから、今要する

に建具屋さんが誰もやっていない、やらないと、壁屋さんもいないとなると、ほかから

やるほかないのです。それが分離発注となると、それは確かに結構なのだけれども、諸

経費がかかってしまう、全部。一般管理費、諸経費、これが上乗せになってしまう場合

もあるので、ただ単にこれを分離発注していいかということはちょっと考えるものなの

だけれども、大きな建物で建物の部分と電気の部分と管の部分を分離して発注する場合

は、そういうやり方としてある。ただ、小さなもの、土木工事で下請出しているかとい

うと、それは部分的にここの部分については出しますよというのが建設課のほうに提出

されて、それを許可しかしないから、町の担当。だけれども、業者さんだってやっぱり

そういうものは下請に出して、その下請の部分の会社にやっていただくことが利潤が上

がる可能性はある。だから、下請のほうがいいのだという人もいます。入札参加しなく

ても下請で取れるということで、これいいことだから、かえって難しい書類を出すより

はそのほうがいいという業者もいる。それは、それぞれの会社の考え方でいいのではな

いかと私も思っていますが、私の考えとしてはなるたけ町内の人にやってもらうという

のが原則なのです。町内の人に工事を請け負ってもらうと。だけれども、町内の人が取

れないという場合があるのです。取れないというのは資格の問題の話。管工事にしても、
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電気工事にしても、水道施設工事にしても、やっぱり資格があって、社長がいて、資格

者がいて、作業する人がいる。要するに働く人、最低で３人要る。仕事をやる人を、主

任技術者も入ってもいいのだけれども、あくまでも３名以内では取れない。そして、今

この要綱の中には、やっぱり3,000万円以上の工事を発注するときに、では下請も出して

いない、何も出していない、地元優先だからこれ入れろなんて言ったらかなり問題にな

ってきます。そういうことのないようにこれをやっていかなくてはならない。これは当

然なのです。だから、単純に分離発注だとか何かはすることは、やっぱり要綱に従って

やっていくことが必要です。総合評価点数の順位で分離してやっていくことが安心して

工事を請け負ってやっていただけるということなので、工事が大きいのを取ってしまっ

て後でできなくなるというのがこれ一番心配なのです。これは、過去にもいろいろある

のだけれども、そうしたことによって問題点が出てきましていろいろ苦労した点がござ

いますので、その辺を注意しながら、私のほうでは入札の制度の要綱に基づいて指名委

員会で指名してもらったやつを請け負ってもらうと、落札した人が仕事をするという仕

組みになっていますから。和志議員がおっしゃることも十分承知でおります。私は地元

優先、地域優先でやっていくことが基本だということを常々発注する場合言っています

ので、そういうことのないようにしっかりとした業者になってほしいと思っていますの

で、早めに資格を取っていただくと、そして大きな仕事もできると、安心して町のほう

では受注、発注ができるという仕組みをつくるようこれからやってきます。ただ、年齢

のことは、これは私の同級生が今社長であったり、そういう状態ですから、なかなか大

変なのです。だから、早めにその資格を取ってもらってやっていただくということで、

今後事業者についてはいろいろな機会で話し合っていきたいとは思いますけれども、な

かなかそうもいかないのかなという感じは今しています。しかし、そういう努力はしな

くてはならない。町としては、町で予算を取ったものは地元の業者さんにやってもらう

のが一番いいのです。そういう考えでやっていますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） 町長も同じ町内業者優先に入れたいということですので、やはり要綱

に明確に地理的要件や、さっき言った総合評価方式や隣町の南会津町のようにランクづ

けて、大きい工事と中ぐらいの工事、小規模工事で分けてすみ分けできれば町内業者が

おのずと優先されたみたいな仕組みになるのかなと思うので、要綱が、等級区分ですか、

格付方式を取り入れることについてはどうお考えでしょうか。 

   あと、分離発注についてはやっぱり諸経費が増大するということなのですが、でもこ

こで投資すれば町内で回るお金が増えるので、結果戻ってきて、戻ってくるプラス愛着

が湧いて戻ってくるのではないかと、一石二鳥になって、増大して戻ってくるのではな

いかと今思いました。これは意見なので、入札制度の要綱作成とこの格付、地理的要件

を入れることは可能かどうか、どうでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 



 

- 43 - 

〇町長（星學君） 地理等に関する要綱については建設課長から答弁させますが、こういう

要綱をずらずら申し上げるのもあれなのですけれども、そういうことを踏まえて示して

いるのです、入札指名委員会。私も地元優先だよと、地域優先だよということで指名さ

せていただいていると思う。ですから、そういうことは十分承知の上でやっているはず。

ただ、分離発注でも建物の場合は分離発注できるのです、電気、管。土木工事で分離発

注というのは、なかなかこれかえって経費がかかってできないということ。管工事の場

合も、それは確かに土木の分は土木の分でやってくださいよ、管敷設の分は管でやりま

すよということはできることはできるけれど、その分でやっていただいたらば諸経費の

ほうが高くついてしまう。今はそうなのです。諸経費でもうかること、もうかるなんて

いう発言はあれだけれども、そういうものが入って初めて業者さんの潤いになるという

ことですから、それがいいかどうかというのは我々は判断しようがないのだ。やっぱり

取った人のあれだから。これは、それでは分離発注は建物はできますと。ただし、土工

事、管工事についてはやっぱりできないというのが私の見解。 

   要綱にそういうものを入れるというのは建設課長ちょっと説明、答弁していただきた

い。 

〇議長（湯田健二君） 建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ただいま町長先に申しましたが、まず入札に関しまして

は工事及び物品等の契約に係る指名競争参加者の資格審査及び指名等に関する要綱とい

うことで、こちらの要綱で入札等を行っております。あと、その中でありました、格付

というお言葉あったと思うのですが、こちらにつきましても他町村と同様に、Ａランク、

Ｂランク、Ｃランクということで格付がありまして、事業者さん、各点数をお持ちでご

ざいますので、そういった格付をしまして、入札の格付、ランクという形で運用させて

いただいているというような状態になっておりますので、中身的にはやっているのかな

というふうに感じております。よろしくお願いします。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） すみません。自分の調べ方が不足していました。ちなみに、そこの要

綱に、南会津町では第８条の（３）、ウに当該工事等に対する地域的条件及び継続性、

やっぱり同じ文言で入っているのですか。 

〇議長（湯田健二君） 建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） 本要綱の中身に８条というところがございまして、８条

の（４）の中に同じ記載になっております。内容的には当該工事等に対する地理的条件

及び継続性という形の文言ございますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） ありがとうございます。では、そのほかの要因で南会津町は入札の委

員会とかで制限しているのですね。この要綱自体は大体一緒ということで今理解しまし

た。 

   では、そうなると理解しましたので、これで以上で。ありがとうございます。 
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〇議長（湯田健二君） 答弁漏れはございませんか。 

〇８番（星和志君） はい、ないです。 

〇議長（湯田健二君） これで８番、星和志君の一般質問を終わります。 

   次に、１番、渡部哲君。 

〇１番（渡部哲君） 議員番号１番、渡部哲、一般質問通告書に基づき質問いたします。 

   １つ、遊休農地の活用について。現在、下郷町において人口減少と高齢化の進行に伴

い、農地の遊休化が年々進んでおります。かつては地域の生産基盤であり生活を支えて

きた農地が今では耕作放棄地となり、景観の悪化や鳥獣被害の拡大など、様々な課題を

生んでおります。この遊休地を負の遺産として放置するのではなく、地域資源として積

極的に活用すべきと考えます。その一つがヒマワリやコスモスなどの花を活用した町づ

くりです。ヒマワリやコスモスの種代は比較的安価であり、１ヘクタール当たり数万円

程度から始められることも可能とされています。農業機械を活用すれば種まきも効果的

に行えます。また、ボランティアや地域団体との連携により、管理コストを抑えること

も可能です。仮に数十万円規模の初期投資であったとしても、以下の効果が期待できま

す。１番、景観改善による地域イメージ向上。２番、観光客増加による飲食、物販への

波及効果。３番、地元住民の参加によるコミュニティ活性化。４番、写真スポット化に

よる無料の情報拡散、ＳＮＳ効果。５番、将来的なイベント開催、花祭り等などによる

収益化。下郷町は、ただ衰退を受け入れる町ではなく、小さくても輝く町を目指すべき

であります。まずは段階的に導入を検討していただきたいと思います。モデル地区での

試験実施。１年目は小規模で効果測定。来訪者数、ＳＮＳ投稿数、経済波及効果を検証。

見る観光だけではなく参加型の町づくりと発展させる。 

   １番、現在の遊休農地の面積はどのような状況か教えていただきたいと思います。 

   ２番、景観活用を目的とした農地利用について検討実績はあるか。 

   ３番、試験的に導入を行う場合の構想費用は幾らくらいかかりますか。 

   ４番、費用対効果の選定基準はどのように考えているのか。 

   上記について、町当局の考えをお聞きしたいと思います。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   町長、星學君。 

〇町長（星學君） １番、渡部哲議員のご質問にお答えします。 

   遊休農地の活用についてでございますが、耕作放棄地は景観の悪化や鳥獣被害の拡大

など、様々な課題を生むことは認識しております。現在、町内の農地につきましては、

高齢化による担い手不足の中、農地維持を図る組織の設立も難しい地域や、農業法人等

新たな担い手の参入や農地の多面的機能の維持を図るための組織の設立により、遊休農

地の解消に向けた取組を行っている地域もございます。本町の直近の遊休農地面積の状

況でございますが、農業委員会が毎年実施しております農地の利用状況調査において、

令和７年度は荒廃の度合いの軽いものが117.8ヘクタール、荒廃の度合いが重いものが

188.0ヘクタールと、合わせて305.8ヘクタール、割合としまして23.3％が遊休農地と判
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定されております。 

   また、議員おただしの遊休農地の解消に向けた取組についてでございますが、現在町

といたしましては、遊休農地解消に向け取組を行っている個人や団体を支援していく形

で遊休農地の対策を考えているところであり、多面的機能支払交付金制度を活用して農

地維持活動や農村環境の保全を図るため、景観形成、作物の作付の推奨のほか、町農業

再生協議会の支援制度である景観形成作物種子購入支援などを行っております。今後も

遊休農地対策につきましては、既存の各種事業を推奨しながら、町内遊休農地の解消に

向け取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（湯田健二君） １番、渡部哲君。 

〇１番（渡部哲君） １番、渡部哲です。私も各地区を回っていろいろ言われるのですけれ

ども、やっぱり荒廃した農地が今もう目立っているような状況なので、これ何とか活用

してもらえないかなんてことも質問を受けるのだけれども、だからいろいろ聞いて、財

政もなかなか厳しいということで、コスモスとか、そういったものでしたらそんなにお

金はかからないと思うので、そういう空いているところ、例えばある地区ではうちも考

えていたとか、そういった地区もあるので、そういう地区の遊休耕作地に植えて試験的

にやってみたらどうかなと。最初からお金をかけるのではなくて。そうすると、皆さん

車でいろいろ走っているので、やっぱりきれいだなと心が和むような感じ。例えばそば

畑とか結構お客が来るので、割とそういった人たちもやっぱりお土産買っていったり、

食事していったりして、ある程度の経済効果というのも見込めると思うので、試験的に

そういうふうにお金をかけずにやってみる手もあると思うので、そういったことをどの

ように考えているか。農林課の人とかそういう、お聞きしたいと思います。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   農林課長、猪股朋弘君。 

〇農林課長併任農業委員会事務局長（猪股朋弘君） 今の渡部哲議員のご質問にお答えいた

します。 

   遊休農地として荒れている農地が存在するというのは、今町長が答弁申し上げました

ように、毎年の農業委員会の現地調査というのがありまして、確認しているところでは

ありますが、さらに申し上げましたとおり、実際に種に対する補助制度ですとかという

形で実施している部分もあるのです。ただ、試験的に、試験的にという話なのですけれ

ども、あくまでも農地については個人の持ち物という形になってしまうので、個人がと

か、あと地区でのという形の対応になってしまうのです。ですので、その辺を理解して

もらった上で、そういった試験的な行為は可能かなと思うのですけれども、いずれにし

ても管理とかというのはどうしても地元の方がやっていただくような形になってしまい

ますので、その辺を踏まえた上で事業のほうが展開できればという形ではあります。先

ほども補助事業云々かんぬんの話も出ましたが、それを利用してヒマワリを植えている

とか、そういったところもございますので、そういった利用のされ方をすると、またち

ょっと規模が大きくできるのかなと思います。 
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   以上です。 

〇議長（湯田健二君） １番、渡部哲君。 

〇１番（渡部哲君） 私もいろいろ回っている中でそういった指摘をしている、うちの地区

で花を植えたいなんていう地区もあるので、もしそういうことができれば、要するに一

番その地元の人に種をまいて管理してもらうと。コスモスとかはそんなに管理するのに

かからないと思うのだけれども、ヒマワリはどうか分からないですけれども、そういっ

たことを私はいろいろ言われて今回こういう質問をしました。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   農林課長、猪股朋弘君。 

〇農林課長併任農業委員会事務局長（猪股朋弘君） 今のご質問に関しましてはもう実際に、

先ほども申しましたとおり、事業としてやっている部分がございますので、もしそうい

う興味があるとかやりたいという方が、もしくは地区レベルでもいいのですけれども、

いらっしゃるのであれば、農林課のほうにいらっしゃってご相談いただけると、もちろ

んその辺の対応をさせていただくと思います。もしそういうお話が聞かれたということ

であれば、そういうものもあるのですよという形でお声かけしていただけると助かりま

すが、よろしいでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） １番、渡部哲君。 

〇１番（渡部哲君） 分かりました。一応そう言った人に伝えてみたいと思います。 

   では、これで私の質問を終わります。 

〇議長（湯田健二君） 答弁漏れはございませんか。 

〇１番（渡部哲君） ありません。 

〇議長（湯田健二君） これで１番、渡部哲君の一般質問を終わります。 

   これで本日の一般質問を終わります。 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） 過般、総務文教常任委員会に付託の陳情第３号 福島県最低賃金の

引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情につきましては、先般、３月10日に開催

されました総務文教常任委員会において審査を終了し、その結果について総務文教常任

委員会委員長より請願・陳情審査報告書の提出がなされております。この件については、

去る３月５日開催の議会運営委員会で協議された議事運営に沿って直ちに日程に追加

し、議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程追加し、議題とすることに決定いたしました。 

   追加議事日程を配付します。 

          （資料配付） 

〇議長（湯田健二君） 配付漏れはありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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〇議長（湯田健二君） 配付漏れなしと認めます。 

                                         

  追加日程第１ 請願・陳情 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第１、請願・陳情を議題といたします。 

   総務文教常任委員会に付託の陳情第３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求

める意見書提出の陳情について、お手元に配付のとおり請願・陳情審査報告書が提出さ

れております。本日、委員長が欠席のため、副委員長より報告を求めます。 

   総務文教常任委員会副委員長、小玉智和君。 

〇総務文教常任副委員長（小玉智和君） 総務文教常任委員会、副委員長の小玉智和でござ

います。皆様のお手元に配付してあります報告書に基づきましてご報告を申し上げます。 

   本委員会付託の請願・陳情を審査した結果、下記のとおり決定したから、会議規則第

93条第１項の規定により報告申し上げます。 

   「記」といたしまして、付託年月日、令和８年３月10日。件名、陳情第３号 福島県

最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情。審査の結果、採択すべきも

のと決しました。審査日、令和８年３月10日。出席委員は、星昌彦君、佐藤勤君、星和

志君、湯田健二君、そして私であります。 

   以上、ご報告を申し上げます。 

〇議長（湯田健二君） これから委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから陳情第３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳

情についての件を採決します。 

   この陳情に対する委員長の報告は採択であります。委員長報告のとおり採択すること

にご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、陳情第３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出

の陳情についての件は採択することに決定しました。 

   以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   再開本会議は３月19日であります。 

   議事日程を配ります。 

          （資料配付） 

〇議長（湯田健二君） 配付漏れはありませんか。 
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          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 配付漏れなしと認めます。 

   本日はこれにて散会いたします。（午後 １時４８分） 

 

 

   地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

     令和８年３月１２日 

 

       下郷町議会議長 

 

        同 署名議員 

 

        同 署名議員 
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令和７年度下郷町議会３月会議議事日程（第３号） 

 

期日：令和８年３月１９日（木）午前１０時開議 

 

開   議 

日程第 １   報告第１２号 専決処分の報告について 

               （専決第５号 令和７年度下郷町一般会計補正予算（第７ 

                号）） 

日程第 ２   議案第３７号 下郷町過疎地域持続的発展計画の策定について 

日程第 ３   議案第３８号 教育委員会委員の任命について 
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               て 
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               定める条例の設定について 
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               る条例の設定について 

日程第 ７   議案第４２号 下郷町火入れに関する条例の一部を改正する条例の設定に 

               ついて 

日程第 ８   議案第４３号 下郷町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免 

               除に関する条例を廃止する条例の設定について 

日程第 ９   議案第４４号 除雪ドーザ購入契約について 
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                  書の提出について 
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日程第１９   議員派遣の件 

日程第２０   令和８年度行政視察について 

追加日程第 １ 総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の所属変更 
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追加日程第 ７ 南会津地方広域市町村圏組合議会議員の選任 

散   会 
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     （会議の経過） 

〇議長（湯田健二君） おはようございます。 

   開会に先立ちご連絡申し上げます。議会事務局長より発言が求められておりますので、

これを許可します。 

   議会事務局長、荒井康貴君。 

〇議会事務局長（荒井康貴君） おはようございます。３月16日に配付させていただきまし

た議事日程第３号に一部誤りがありましたので、本日開会前に訂正させていただきまし

た。今後このようなことのないよう対応してまいりますので、この場をお借りしておわ

び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

   以上でございます。 

〇議長（湯田健二君） 続いて、総務課長より発言が求められておりますので、これを許可

します。 

   総務課長、湯田英幸君。 

〇参事兼総務課長（湯田英幸君） おはようございます。お配りしました資料の中で新旧対

照表において訂正がありましたので、１冊全て新しくさせていただきました。訂正箇所

を確認させていただきます。 

   新旧対照表の７ページ、御覧ください。欄が２つに分かれていまして、左側が改正後

となっております。上から２つ目の（２）の下線が引いてあります。こちら「援助又は

扶助」という文言になっておりますが、訂正前「救助又は扶助」という形になっており

ましたので、訂正させていただきました。今後このようなことのないように善処いたし

たいと思いますので、おわび申し上げます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） ご連絡申し上げます。 

   本日の会議が散会後、議会全員協議会を開かせていただきます。案件につきましては、

お手元に配付されておりますので、よろしくご協力をお願いします。 

   ３月会議の説明のため出席を求めた教育次長、只浦孝行君が所用のため、本日の会議

を欠席いたしますので、よろしくお願いします。 

   ただいまの出席議員は11名であります。 

   定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。（午前１０時０

０分） 

   本日の議事日程は、あらかじめお手元に配りましたとおりであります。 

                                         

  日程第１ 報告第１２号 専決処分の報告について 

              （専決第５号 令和７年度下郷町一般会計補正予算（第７号）） 

〇議長（湯田健二君） 日程第１、報告第12号 専決処分の報告について（専決第５号 令

和７年度下郷町一般会計補正予算（第７号））について、この件を議題とします。 

   本件について説明を求めます。 

   総務課長、湯田英幸君。 

〇参事兼総務課長（湯田英幸君） それでは、議案書１ページを御覧いただきまして、報告
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第12号 専決処分の報告について（専決第５号 令和７年度下郷町一般会計補正予算（第

７号））でございますが、本年１月以降の降雪により、土木費、道路維持費において、

見込額の精査により除雪委託料5,055万8,000円を増額し、予備費において収支の調整を

するものでございます。 

   以上、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、議会において指定された事項につい

て専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により、これを議会に報告するもので

あります。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

   ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） こちらの除雪の委託料なのですが、こちらの算定の仕方というのを多

分以前も聞いたと思うのですが、もう一度教えてもらってよろしいですか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ８番、星和志議員のご質問にお答えしたいと思います。 

   昨日も当初予算に関しましては4,000万円という形でいろいろご指摘いただきまして

ありがとうございました。積算の内訳ですが、今回不足分5,055万8,000円という形で新

たに専決計上させていただいておりますが、その主な積算の根拠でございますが、７年

度実施に当たりまして、12月と１月分という形で各事業者から上がってきている請求書

がございます。こちら請求書、この時点で合わせまして5,712万2,586円でございまして、

当初予算4,000万円でございますので、この時点で1,712万2,586円不足しているというよ

うな状態がございました。専決という形で、１月分をもちまして２月10日に専決させて

いただきました。それ以降、例年そうなのですが、こういう場合２月と３月の降雪量を

予測してございます。これも直近の３年間分から３月、２か月分の平均を取っておりま

して、ここでいいますと令和４年から６年までの平均で、２か月分で3,343万6,000円見

込み分という形で積算させていただいたところです。不足分と新たな２月、３月の見込

み分、合わせまして5,055万8,000円となりますので、今回専決予算という形で委託料を

計上させていただいたところでございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） 業者のほうの算定の仕方は多分決まっているのでしょうけれども、近

隣市町村ですと、除雪機にＧＰＳを搭載して町側の管理などもしっかり時間や場所、あ

と距離などが正確に測れるようなのですが、これ現状ですと今、丼勘定みたいな、そこ

までは言わないですけれども、ちょっとあやふやな算定になってしまうおそれはあるの

か、ちょっとお聞きします。ＧＰＳと比べるとです。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

   各事業者様のほうからは、日報という形と、あと月別の報告書という形で書類を頂い
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てございます。いわゆるこの中で単価と走行の時間ございますので、こちらで請求とい

う部分を算出している状況になってございます。当然こちらは、町と事業者さんとの契

約の中で信義にわたって行っていただいていますので、その内容については正しいもの

と認識しているところでございます。当然、今よくご存じだなと思ったのですが、南会

津町さん、あと会津若松市さん、あと美里町さんもそういうような機械を入れて算出し

ているシステムをもう既に導入始まっているということでございますので、今後はそう

いうものもやはり検討していかなくてはいけないのかなと思いますので、その辺はご理

解いただきたいと思います。 

   以上となります。 

〇議長（湯田健二君） よろしいですか。 

〇８番（星和志君） はい。 

〇議長（湯田健二君） ほかにありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） これで質疑を終わります。 

   本件は、法令に基づく報告でありますので、ご了承願います。 

   これで報告第12号 専決処分の報告について（専決第５号 令和７年度下郷町一般会

計補正予算（第７号））についての件を終わります。 

                                         

  日程第２ 議案第３７号 下郷町過疎地域持続的発展計画の策定について 

〇議長（湯田健二君） 日程第２、議案第37号 下郷町過疎地域持続的発展計画の策定につ

いての件を議題といたします。 

   本件について説明を求めます。 

   総合政策課長、佐藤英勝君。 

〇総合政策課長（佐藤英勝君） 皆さん、おはようございます。それでは、議案第37号 下

郷町過疎地域持続的発展計画の策定についてご説明を申し上げます。 

   議案書７ページを御覧いただきたいと思います。本計画は、過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法の規定に基づきまして、過疎地域に指定された市町村が地域の

持続的発展を目指すための計画となります。本町におきましては、現行計画が令和７年

度をもって期間満了を迎え、来年度からの５年間を計画期間といたします下郷町過疎地

域持続的発展計画の策定作業が終了しましたことから、同法特別措置法の規定に基づき

まして、議会の議決を求めるものでございます。 

   計画の詳細につきましては、先日の議会全員協議会におきましてご説明をさせていた

だきましたとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

   以上、議案第37号 下郷町過疎地域持続的発展計画の策定についてご説明を申し上げ

ました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 
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   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議案第37号 下郷町過疎地域持続的発展計画の策定についての件を採決しま

す。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第３ 議案第３８号 教育委員会委員の任命について 

〇議長（湯田健二君） 日程第３、議案第38号 教育委員会委員の任命についての件を議題

といたします。 

   お諮りいたします。本案につきましては、さきに提案理由の説明がなされております

ので、会議規則第39条第３項の規定により、議案の説明を省略したいと思います。ご異

議ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第38号 教育委員会委員の任命についての件は議案の説明を省略す

ることに決定いたしました。 

   これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   質疑を終わります。 

   お知らせいたします。人事案件に対する討論は行わないことを通例としております。

したがって、討論を省略し、直ちに採決に移ります。 

   これから議案第38号 教育委員会委員の任命についての件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第38号 教育委員会委員の任命についての件は原案のとおり可決さ

れました。 

                                         

  日程第４ 議案第３９号 下郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例の設定について 

〇議長（湯田健二君） 日程第４、議案第39号 下郷町手数料徴収条例の一部を改正する条

例の設定についての件を議題といたします。 
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   本案について議案の説明を求めます。 

   税務課長、大竹浩二君。 

〇税務課長（大竹浩二君） 議案第39号 下郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例の設

定についてを説明させていただきます。 

   議案書９ページを御覧ください。議案第39号 下郷町手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の設定でございます。このたびの条例改正は、自治体情報システムの標準化・共

通化によりまして固定資産の評価額証明書や名寄せ台帳の様式が変わりましたことか

ら、手数料の見直しを行ったものでございます。 

   その大きな要因といたしまして、住民の方々が相続登記を行う際には、町から評価額

証明書、評価額通知書、名寄せ台帳謄本、これらのいずれかを取得して法務局へ提出し

なければならないものでございますが、そのうち評価額通知書はシステムの標準化に伴

い、通知書そのものがなくなりました。また、これまではほとんどの方が名寄せ台帳謄

本を取得されておりましたが、この様式はＡ３判の大きな用紙となっておりまして、１

枚の中に表示される土地の筆数や家屋の戸数は１枚目が14件、２枚目が23件表示されて

おりました。これが今回の標準化によりまして、１枚目も２枚目以降も４件と大幅に減

少いたしました。さらに、評価額通知書につきましては、１枚当たり６件記載されてい

たものが５件記載と減少いたしました。 

   これによりまして、町民の方々が証明書等を取得する際の枚数が多くなることにより、

その手数料負担が大きくなってきておりますことから、これらの負担軽減を行うための

改正を行うものでございます。また、この見直しを行うことによりまして、手数料条例

全体につきまして見直しを行ってございます。 

   では、改正内容について説明いたします。新旧対照表の１ページを御覧ください。ま

ず、手数料の種類及び金額を規定しております第２条でございますが、これまでは第１

項の第１号から第24号まで羅列された規定でございましたが、これらを別表１として別

に整理する改正とし、新旧対照表の１ページ、改正前でございますが、第１号から６ペ

ージの第24号までを削除してございます。 

   別表１につきましては、議案書のほうでございますが、議案書11ページから17ページ

にございますので、こちらと対比しながら御覧ください。大枠といたしましては、この

第１号から第24号までを別表１に置き換えているものでございますが、先ほど申し上げ

ましたとおり、全体的な見直しにより税証明以外についても一部の改正を行ってござい

ます。 

   それでは、変更のあった部分につきまして、順を追って説明させていただきますが、

総務課、町民課の各所管となる部分もございますが、私のほうで一括にて説明をさせて

いただきます。新旧対照表の１ページの最下段から２ページ目にかけまして第５号、「戸

籍法第48条第１項の規定に基づく届出若しくは」とあり、その右側に「１通につき350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で

定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする」となっておりますが、

このただし書部分については、議案書12ページの２段目にありますとおり、別段で整理
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してございます。内容、金額についての変更はございません。 

   続きまして、議案書14ページを御覧ください。２段目、身分に関する証明書の交付手

数料から下から２段目の印鑑登録証明書の交付手数料まででございますが、これまでは

項目としての規定化はしておらず、新旧対照表の５ページの改正前の第20号及び第21号

に位置づけておりましたが、他の市町村では規定化されている現状なども踏まえまして、

新たな種類として設けてございます。ただし、金額については１件当たり350円と変更が

あるものではございません。 

   次に、議案書16ページの４段目を御覧ください。地方税法第20条の10に規定する納税

証明書の交付手数料から下から３段目の法人又は組合若しくは個人の事業に関する証明

書の交付手数料でございますが、こちらにつきましても、これまでは新旧対照表５ペー

ジの第20号の証明手数料として個別の種類としての規定化はしてございませんでした

が、新たに規定化したものでございます。 

   なお、議案書16ページの下から４段目の公募（資産名寄台帳）の謄本の交付手数料で

ございますが、他市町村との均衡も踏まえまして500円と設定し、それら以外はこれまで

どおり１件当たり350円としてございます。 

   また、議案書16ページ、下から６段目の資産に関する証明書、下から５段目の租税公

課及び評価に関する証明書、下から４段目の公募の謄本の各手数料でございますが、こ

の３種類が冒頭で申し上げました自治体情報システムの標準化・共通化によりまして様

式が変わったために、住民の方々の負担が大きくなるおそれがあるものと見込まれるも

のでございます。そのため、これまでは証明書１枚を１件とし、証明書が２枚になれば

２件、３枚になれば３件という扱いになり、１枚、１件増すごとになるため、手数料は

１枚を増すごとに350円ずつ増えていく規定でございました。これが今回の改正によりま

して、証明書につきましては２枚目以降は50円ずつ、謄本につきましては２枚目以降は

100円ずつ増していくよう改正し、町民等の方々の負担を軽減するものでございます。 

   なお、相続登記の際に添付が必要となる証明を取得される場合は、名寄せ台帳謄本か

評価額証明書のいずれかの添付が必要になりますが、今後は住民の方々の負担を考慮し、

評価額証明書に統一して発行するようにしていきたいと考えております。以上が第２条

第１項の第１号から第24号までを別表１に移行し、内容が変わった部分でございます。 

   次に、新旧対照表のほうでございますが、６ページを御覧ください。第２条の第２項

から第６項までは、別表１の規定化によりまして不要な部分となりますことから削除す

るものでございます。 

   次に、第４条でございますが、見出しを「閲覧等の範囲」から「閲覧等の範囲及び取

扱い」に改正し、新たに第２項に「閲覧者は、公募、公文書及び図面等の取扱いに注意

し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない」という条文を追加してございます。 

   次に、第５条でございますが、第２条第１項の各号が別表１に変更になりましたこと

から、条文の文言等を改正してございます。 

   また、第６条につきましても第２条第１項の各号が別表１に変更になりましたことか

ら、改正前の第６条第１項及び第２項の文言を整理し、１項にまとめた改正としており
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ます。 

   次に、第７条でございますが、見出しの規定化がなされておりませんでしたので、新

たに「（免除）」と追加いたしました。 

   次に、新旧対照表７ページの第２号の「公費の救助を受けるもの」を「公費の援助又

は扶助を受けるもの」に、第３号の「手数料を納める資力がないもの」を「生活保護法

の適用を受けている者から請求があったもの」に、第５号の「官公吏が、職務上の必要

で請求したもの」を「公用で使用するもの」にそれぞれ改正いたしまして、新たに第６

号として「前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの」

という特例規定を追加してございます。 

   次に、第７条第２項は、「前項各号の事由に該当するかどうかが判定しがたい場合に

おいては、町長がこれを決する」という条文を削除し、新たにこれを「別表２に掲げる

者に対して戸籍事項及び住民基本台帳の記載事項の証明をするときは、手数料を徴収し

ない」という条文を追加するものでございます。 

   この別表２でございますが、議案書18ページを御覧ください。１の労働者災害補償保

険法第45条の規定に該当する者から21の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国と

の間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第76条の規定に該当す

る者までございますが、いずれも法律では自治体の条例の定めるところにより無料で証

明を行うことができるとされているものでありますことから、これら法律規定にある対

象者に対しましては当条例で無料交付を規定化するものでございます。 

   以上が手数料徴収条例の改正内容となってございますので、ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

   ５番、猪股謙喜君。 

〇５番（猪股謙喜君） 閲覧において、破損とか差し替えみたいな行為というのは、役場職

員がそばにいて絶えず見張るということではないということでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   税務課長、大竹浩二君。 

〇税務課長（大竹浩二君） 閲覧については、ほとんど立会いの下で閲覧をさせております

ので、見張るという言葉がちょっと正しいかどうか分かりませんが、一応立会いの下で

の閲覧ということにはなります。 

   ただ、破損ですとか、汚損の規定が今までなかったものですから、追加したというも

のでございます。 

〇議長（湯田健二君） ５番、猪股謙喜君。 

〇５番（猪股謙喜君） そういったことが発生した場合は、閲覧者に対する罰則等はあるの

でしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   税務課長、大竹浩二君。 

〇税務課長（大竹浩二君） 特に規定等はございません。 
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   ただ、この条文を追加することによりまして、実際に閲覧をされる際に職員からこの

ことを前提に閲覧をしていただくということを規定化しているということでございます

ので、ご理解のほどお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） ほかにご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議案第39号 下郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例の設定についての

件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第５ 議案第４０号 下郷町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定 

              める条例の設定について 

  日程第６ 議案第４１号 下郷町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める 

              条例の設定について 

〇議長（湯田健二君） この際、日程第５、議案第40号 下郷町乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の設定についての件及び日程第６、議案第41号 下

郷町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の設定についてまでの２

件を一括議題といたします。 

   本案について議案の説明を求めます。 

   健康福祉課長、玉川清美君。 

〇健康福祉課長（玉川清美君） おはようございます。それでは、議案第40号 下郷町乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定についてご説明申し上

げます。 

   資料のほうは、さきにお渡しいたしましたＡ４の概要版のほうを御覧ください。議案

第40号資料と記入がございます。まず、制定の根拠と目的でございますが、改正後の児

童福祉法において、新たに乳児等通園支援事業者が市町村の認可事業に位置づけられま

した。これを踏まえ、町が新たに許可することに当たり、必要となる設備及び運営に関

する基準を定めようとするものでございます。 

   乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）は、全ての子どもの育ちを応援し、保

護者の働き方やライフスタイルを問わず、支援を強化することで良質な育成環境を整備

することを目的としております。子どもにとって家庭とは異なる経験や家族以外の方と
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関わる機会を得ることで、物や人への興味、関心が広まり、社会情緒的な発達をもたら

すことができるとされております。保護者にとっても地域の様々な社会的支援につなが

る契機となり、育児に対する不安感の解消、負担の軽減につながるとされております。 

   この条例で定められる主な基準でございますが、国が定める乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準に基づき規定される主な事項として、（１）、職員配置基準、

（２）、設備基準、（３）、運営基準を定めることとされております。（１）、職員配

置基準につきましては、議案書の26ページ、第22条からの記載となっております。①、

０歳児については３人につき職員１名以上、１、２歳児については６人につき職員１名

以上を配置すること。②、従事者の半数以上は保育士であること。③、１事業所につき

常時２名以上の配置が必要であることが定められております。 

   （２）、配置基準については、議案書24ページ、21条からの記載となっております。

①、乳児室や匍匐室などの面積基準。②、非常警報装置設備や防火処理、送迎バスの見

落とし防止ブザー等の安全設備などを定めております。 

   （３）、運営基準としましては、①、安全計画の策定。研修や訓練の実施、保護者へ

の周知義務。②、差別的取扱いの禁止。国籍や身長、家庭状況による差別の禁止。③、

虐待の禁止。職員の倫理観向上や虐待防止措置の徹底などを定めたものでございます。 

   乳児等通園支援事業では、月に一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず

に時間単位で柔軟に保育施設等を利用できる事業で、令和８年度からは新たな給付制度

として全自治体での実施となるものでございます。 

   対象児童でございますが、０歳６か月から満３歳未満の保育所、幼稚園、認定こども

園等に通っていない乳幼児が対象となります。 

   利用上限につきましては、一月当たり10時間以内となっております。 

   実施場所につきましては、保育所、認定こども園、小規模保育所事業所などとなって

おります。 

   関連性がございますので、引き続き議案第41号 下郷町特定乳児等通園支援事業の運

営に関する基準を定める条例の設定についてご説明申し上げます。こちらの資料の裏側

の資料を御覧いただきたいと思います。先ほどの議案第40号につきましては、定義が乳

児等通園支援事業という制度そのものについてでございますが、議案第41号につきまし

ては、その事業を実施する主体、事業所、施設についてのものでございます。 

   概要としましては、令和８年４月１日より子ども・子育て支援法に規定する乳児等通

園支援事業を実施する事業者のうち、国が定める基準に基づいて町が定めた条例の基準

を満たしていることを確認できた事業者は、特定乳児等通園支援事業者として乳児等支

援給付費が給付されることになります。このことから、法第54条の３において準用する

法第46条の２項の規定に基づき、条例を制定するものでございます。 

   基準の内容でございますが、大きく２つの項目に分かれてございます。定員に関する

基準としまして、議案書の31ページ、第２章第１節から１時間当たりの利用定員を定め

ることや開所日時等を考慮して一月当たりの利用定員を定めることとしております。 

   第２節からは運営に関する基準として、第４条では、①、初めて利用する子どもの保
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護者と面談を実施し、重要事項を記載した文書を交付、説明の上で同意を得ること。第

５条では、②の正当な理由がある場合を除いての応諾拒否の禁止。 

   議案書32ページ、第12条では、③の利用料、実費徴収について事前に文書により説明

し、同意を得ること。 

   議案書33ページ、第14条では、④、事業の目的、職員の体制などの重要事項を記載し

た運営規定を定めること。 

   議案書35ページ、第20条では、⑤の支援に必要な職員体制の確保、利用定員の遵守。 

   第23条では、⑥の差別的な取扱い、虐待行為の禁止、秘密保持。 

   議案書37ページ、第30条では、⑦の事故発生防止、事故発生時の対応策を講じること

など定めるものでございます。 

   議案第40号、議案第41号とも令和８年４月１日からの施行となっております。 

   以上、議案第40号 下郷町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の設定について、議案第41号 下郷町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例の設定についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

   ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） この条例の制定について、下郷町内で当てはまる事業所はあるのかと

いうことと、この基準に基づいて運用する、当てはまるというところはあるのかお聞き

します。 

〇議長（湯田健二君） 答弁求めます。 

   健康福祉課長、玉川清美君。 

〇健康福祉課長（玉川清美君） ８番、星和志議員の質問のほうにお答えいたします。 

   まず、町内では該当になる施設はございますかということですが、こちらしもごう保

育所、湯野上保育所とも条例のほうを制定して受入れをする予定でございます。 

   なお、該当になる方は保育所に入所されていない６か月から３歳未満の乳幼児という

限定がございまして、今現在下郷町で該当になる児童に関しましては４名となっており

ます。あくまでも希望に応じて受け入れる体制を整えていくということになっておりま

す。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） しもごう保育所、湯野上保育所で４名ということですが、この基準に

合わせて変更とかしなければいけない事業所も出てくるのですか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   健康福祉課長、玉川清美君。 

〇健康福祉課長（玉川清美君） 今ほどの星和志議員のご質問にお答えいたします。 

   今現在、下郷町では定員数、職員の配置等も十分満たされておりまして、希望園児に

ならない方が受入れを希望される場合にも十分対応できる形となっております。 

   以上です。 
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〇議長（湯田健二君） ５番、猪股謙喜君。 

〇５番（猪股謙喜君） 該当の子どもが４名いるということですが、これに対して４月から

のサービスですので、こういったことを行いますよという周知はどうなっているのかと

いうことと、現在の施設で施設のハードウエアの部分ですか、これにのっとった施設と

して機能する修繕等が必要になってくるのか。 

   それから、利用料実費の徴収についてですが、下郷町の現金取扱いの規則等によるも

のにのっとるのかどうかをお聞きいたします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   健康福祉課長、玉川清美君。 

〇健康福祉課長（玉川清美君） ５番、猪股謙喜議員の質問にお答えいたします。 

   まず、周知方法でございますが、こちら議決をいただきましたら早々にホームページ

もしくは広報のほうで周知をしていきたいと思います。また、両保育所におきましても、

このような制度の周知のチラシ等も置かせていただきたいと思います。 

   ２点目の施設のハード面での修繕が必要かどうかというご質問でございますが、今現

在備え付けてある教室というか、保育室のところに希望乳児を受け入れるという体制を

考えてございます。ですので、一般的に今、年々、毎年少しずつ設備等の修繕を加えて

おりまして、大規模な改修等はしなくても受入れ可能だという考えでございます。 

   あとは、３点目の利用料でございますが、１人当たり１時間につき利用料が発生しま

すが、こちらは従来行われています一時保育とかと同じように納付書のほうを個人の方

にお送りさせていただいて、それを金融機関にお持ちいただいて払い込んでいただくと

いう方式を取らさせていただきたいと考えております。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） よろしいですか。 

〇８番（星和志君） はい。 

〇議長（湯田健二君） ほかにご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議案第40号 下郷町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の設定についての件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これから議案第41号 下郷町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条
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例の設定についての件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第７ 議案第４２号 下郷町火入れに関する条例の一部を改正する条例の設定につ 

              いて 

〇議長（湯田健二君） 日程第７、議案第42号 下郷町火入れに関する条例の一部を改正す

る条例の設定についての件を議題といたします。 

   本案について議案の説明を求めます。 

   農林課長、猪股朋弘君。 

〇農林課長併任農業委員会事務局長（猪股朋弘君） おはようございます。議案第42号 下

郷町火入れに関する条例の一部を改正する条例の設定についてご説明申し上げます。 

   議案書の40ページから41ページ並びに新旧対照表の８ページとなってございます。本

条例に係る今回の改正につきましては、昨年の岩手県大船渡市で発生しました大規模な

林野火災を受けて、消防予防対策として火災予防条例、南会津郡では広域市町村圏組合

において制定されているものでございます、の一部改正により、新たに林野火災注意報

や林野火災警報が創設され、令和８年１月より林野火災の予防を目的として運用されて

いることから、ちなみに南会津では３月１日より運用開始となってございます。現行条

例についても主たる改正として林野火災注意報や林野火災警報等の文言を追加し、火入

れに関する林野火災の予防につなげるものでございます。 

   新旧対照表の８ページを御覧ください。初めに、今回改正の主な部分となりますペー

ジ内下段の第14条、火入れの中止に関して説明を申し上げます。第１項では、改正前の

下線部でございます「異常乾燥注意報」を改正後の下線部、「暴風警報、暴風特別警報

若しくは乾燥注意報が発表され、」に変え、「火災警報」の後に「、林野火災注意報若

しくは林野火災警報」を追加するものでございます。 

   また、第２項におきましては、改正前の「とき又は強風注意報、異常乾燥注意報が発

令されたときには」を改正後には、「場合又は強風注意報、暴風警報、暴風特別警報若

しくは乾燥注意報が発表され、若しくは火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警

報が発令された場合には」など名称が変更になった注意報などの修正を含めて改正する

ものでございます。 

   また、改正前、下線部表示の第２条第１項では、「火入れ予定期間」の火入れの送り

仮名である「れ」を改正後では削除した表記とし、第10条第３項では、条文上に次の条

で定めるとされている「防火」を改正後は第11条に示してございます「防火帯」に、第12条

第１項では「設置」を改正後には「配置」にそれぞれ文言の修正を行うものでございま

す。 

   以上、議案第42号 下郷町火入れに関する条例の一部を改正する条例の設定について
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説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

   ５番、猪股謙喜君。 

〇５番（猪股謙喜君） これ森林法上を基にした条例ですけれども、実際林野における火入

れというのは事例が少なくて、逆に堤防やその他土手に対する火入れというのが下郷で

は多いと思われますが、それもやっぱりこの条例に係るものなのかお尋ねいたします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   農林課長、猪股朋弘君。 

〇農林課長併任農業委員会事務局長（猪股朋弘君） 今ほどの猪股謙喜議員のご質問にお答

えいたします。 

   こちらの区域定められていますのが南会津郡全域となってございますので、箇所にか

かわらずということになりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） ５番、猪股謙喜君。 

〇５番（猪股謙喜君） これ日中の草木が乾燥した状態での火入れが主なのですが、場合に

よっては時間制限みたいなものはございますのでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   農林課長、猪股朋弘君。 

〇農林課長併任農業委員会事務局長（猪股朋弘君） 時間制限のお話でしたが、特に時間制

限という形の制限というのはございませんで、例えばそういう警報もしくは注意報等が

発令されましたら、直ちに中止してほしいというような内容となってございます。一応

許可する際にもその辺の文言等を含めた許可条件として、今年度の火入れに関するやり

方に関してはお話しさせていただいた上で許可のほうを出すような形を取っていく予定

でございます。 

〇議長（湯田健二君） ほかにご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議案第42号 下郷町火入れに関する条例の一部を改正する条例の設定につい

ての件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第８ 議案第４３号 下郷町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除 
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              に関する条例を廃止する条例の設定について 

〇議長（湯田健二君） 日程第８、議案第43号 下郷町特定復興産業集積区域における固定

資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例の設定についての件を議題といたしま

す。 

   本案について議案の説明を求めます。 

   税務課長、大竹浩二君。 

〇税務課長（大竹浩二君） 議案第43号について説明をいたします。 

   議案書42ページをお開きください。議案第43号 下郷町特定復興産業集積区域におけ

る固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例の設定でございます。下郷町特定

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例につきましては、東日本

大震災復興特別区域法に係る課税免除または不均一課税に伴う措置を定めた条例でござ

いまして、当初国では県内全域を対象としていたものでございましたが、その後、県内

の浜通り地区のみを対象とした適用期限延長の法改正を行っており、当町における課税

免除または不均一課税おける適用期限は令和６年３月で終了しております。また、当条

例によりまして課税免除等を受けている案件につきましても令和７年度末をもって終了

となり、対象案件がなくなりますことから、当条例を今年度末をもって廃止するもので

ございます。 

   なお、議案書43ページの附則第２項といたしまして、福島県特定事業活動振興計画に

基づく固定資産税の課税免除に関する条例の適用に下郷町特定復興産業集積区域におけ

る固定資産税の課税免除に関する条例が含まれておりますことから、新旧対照表９ペー

ジを御覧ください。こちらにありますとおり、福島県特定事業活動振興計画に基づく固

定資産税の課税免除に関する条例の第３条に含まれておりますことから、この部分を文

言規定を削除するという改正を行うものでございます。 

   以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議案第43号 下郷町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に

関する条例を廃止する条例の設定についての件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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   お知らせします。ただいまより休憩します。（午前１０時５８分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開いたします。（午前１１時１０分） 

                                         

  日程第９ 議案第４４号 除雪ドーザ購入契約について 

〇議長（湯田健二君） 日程第９、議案第44号 除雪ドーザ購入契約についての件を議題と

いたします。 

   本案について議案の説明を求めます。 

   建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） それでは、議案第44号 除雪ドーザ購入契約についてご

説明させていただきたいと思います。 

   議案書の44ページになります。上程させていただきました除雪車の購入につきまして

は、去る令和７年12月会議において雪寒機械整備事業として3,984万2,000円を限度額と

いたしまして債務負担行為をさせていただいたものでございます。 

   契約につきましては、去る２月20日に５者による指名競争入札の結果、福島県会津若

松市北町始宮前91番地１、コマツ福島株式会社会津支店、支店長、斎藤幸一が2,398万円、

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額218万円で落札しております。車種につきまし

ては、コマツの除雪ドーザ14トン級車輪式、マルチプラウでございます。本購入につき

ましては、平成15年式のロータリー除雪車の更新によるものでございます。なお、本ロ

ータリー除雪車につきましては購入から23年が経過し、老朽化も進んでおり、毎年の車

両整備費が高額となっていることから、今回更新するものでございます。 

   今回購入する予定のマルチプラウ型の排土板を有する本機種は、排土板がＶ字に稼働

する汎用型プラウでございまして、町直営で除雪実施いたします主要農地内並びに中妻

地内の狭隘な区間をカバーする車両計画としておりまして、２人乗りとなってございま

す。よろしくお願いいたします。 

   なお、購入機器につきましては、国土交通省建設機械塗装基準により塗装し、国土交

通省交付金除雪機械の表示を行い、令和８年度内での納入を予定しているところでござ

います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

   ９番、星邦一君。 

〇９番（星邦一君） 老朽ということで更新ということの説明だったのですが、前回も購入

して納期が遅れて納品がされなかったという経緯もありますので、それは確実に、今回

必ず令和８年度に納期できるようにこれをやっていただきたい。 

   それと、５者で入札したというのですが、その５者というのは指名競争入札だったの

だか、一般入札だったのだか、その業者名は教えていただけるのでしょうか、よろしく

お願いします。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 

   建設課長、玉川武之君。 



 

- 68 - 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ただいま９番、星邦一議員のご質問にお答えしたいと思

います。 

   前回のロータリー車、こちらはいわゆるメーカーさんの内容によりまして納入が遅れ

たわけではございますが、今回は新たなコマツの除雪ドーザということで、前回の件も

ございますので、その点につきましては業者さんとよくお話をして納入を確実にしてい

ただけるように進めてまいりたいと思いますので、お願いいたします。 

   なお、指名業者の５者でございますが、コマツ福島株式会社会津支店、喜多方ブル自

工株式会社、会津機械株式会社、ロジスネクストジャパン株式会社会津支店、会津自動

車工業株式会社、以上５者でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） よろしいですか。 

〇９番（星邦一君） はい。 

〇議長（湯田健二君） ほかにご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議案第44号 除雪ドーザ購入契約についての件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第１０ 議案第４５号 令和７年度下郷町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第１１ 議案第４６号 令和７年度下郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

               号） 

〇議長（湯田健二君） この際、日程第10、議案第45号 令和７年度下郷町一般会計補正予

算（第８号）の件及び日程第11、議案第46号 令和７年度下郷町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）までの２件を一括議題といたします。 

   本案について議案の説明を求めます。 

   議案第45号については総務課長、湯田英幸君、議案第46号については町民課長、星敦

史君、順次説明を求めます。 

   総務課長、湯田英幸君。 

〇参事兼総務課長（湯田英幸君） それでは、議案書45ページを御覧いただきまして、議案

第45号 令和７年度下郷町一般会計補正予算（第８号）でございますが、既決予算の総

額に歳入歳出それぞれ7,120万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ53億

8,283万1,000円とするものであります。 
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   補正の概要でございますが、今補正につきましては、今後の事業に備えた基金積立金

の計上、その他事業の完了や額の確定等に伴い、今後の執行見込みを精査し、予算の整

理を行うものであります。 

   それでは、歳入の主なものからご説明を申し上げます。53ページを御覧ください。10款

地方交付税でございますが、令和７年度普通交付税の再算定に伴う追加交付決定により、

１億1,140万円を増額するものでございます。 

   14款国庫支出金でございますが、合計で3,543万9,000円を減額するものでございます。

３目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費国庫補助金では、額の確定により、社会資本整

備総合交付金事業国庫補助金、防災安全交付金事業国庫補助金及び道路メンテナンス事

業国庫補助金の合計で2,752万3,000円を減額しております。また、２節住宅費国庫補助

金では、公営住宅等ストック総合改善事業国庫補助金で445万5,000円、３節都市公園費

国庫補助金では、大川ふるさと公園整備事業国庫補助金で200万円それぞれ同様に減額し

ております。 

   ４目教育費国庫補助金におきましても額の確定により、伝統的建造物群大内宿保存整

備事業国庫補助金を146万1,000円減額しております。 

   15款県支出金でございますが、合計で647万円減額するものでございます。１項県負担

金、１目民生費県負担金では、額の確定により、後期高齢者医療保険基盤安定負担金を

157万6,000円減額しております。 

   ２項県補助金、１目総務費県補助金では、地域創生総合支援事業補助金を事業の取下

げにより135万6,000円、ふくしま移住支援金給付事業補助金を見込額の精査により、

150万円それぞれ減額しております。 

   54ページ中段を御覧いただきまして、16款財産収入につきましては、合計で513万

3,000円を増額するもので、２項財産売払収入、３目物品売払収入では、公用車及び除雪

車売払いにより、公用車等売払収入を436万7,000円増額しております。 

   55ページの21款町債につきましては、合計で230万円を減額するもので、過疎対策事業

債では、充当事業の精査により、農業水路等防災減災事業及び橋梁整備事業の合計で

200万円を減額しております。 

   次に、歳出の主な補正についてご説明申し上げます。56ページを御覧ください。２款

総務費でございますが、合計で3,712万4,000円を増額するものでございます。１目一般

管理費、８節旅費では、駐在員の先進地視察研修の中止により、視察研修旅費を143万

1,000円減額しております。 

   ６目企画費では、見込額の精査により、地域おこし協力隊に係る報酬等及びその他の

経費の合計で464万5,000円減額し、県サポート事業の取下げにより、同事業に要する経

費の中で253万9,000円を減額しております。 

   57ページでは、見込額の精査により、18節負担金、補助及び交付金では企業支援補助

金を124万円、住宅取得支援事業補助金を100万円、空き家対策総合支援事業補助金を

150万円、下郷町移住支援金を200万円それぞれ減額しております。 

   11目財政調整基金積立金につきましては、歳入でご説明申し上げました普通交付税再
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算定に伴う追加交付額の中で、臨時財政対策債償還基金費996万3,000円を国が示す取扱

いに基づき、同基金へ積み立てるものでございます。 

   58ページを御覧いただきまして、17目公共施設等整備基金積立金につきましては、本

会計の収支状況を踏まえ、今後の事業に備えるための積立金を5,000万円増額するもので

ございます。 

   ４項選挙費、３目町長選挙費では、事業の完了により、執行経費の合計額674万3,000円

を減額しております。 

   60ページを御覧いただきまして、３款民生費でございますが、３目老人福祉費におき

まして、額の確定により、後期高齢者医療保険基盤安定繰出金を210万2,000円減額して

おります。 

   ４款衛生費でございますが、１目簡易水道費におきまして、見込額の精査により、下

郷町生活飲料水確保対策事業補助金を150万円減額しております。 

   ６款農林水産業費でございますが、合計で981万3,000円を減額するもので、３目農業

振興費におきまして、見込額の精査により、中山間地域等直接支払事業補助金を128万

6,000円減額しております。 

   同じく見込額の精査により、５目農地費におきまして、10節需用費では用水路修繕料

を100万円、12節委託料では農業用施設の整備に係る測量設計委託料を554万5,000円、

61ページに入りまして、７目市民農園費におきましては、修繕料を106万1,000円それぞ

れ減額しております。 

   ８款土木費でございますが、合計で46万1,000円増額するもので、３目道路新設改良費

において、見込額の精査により、12節委託料では測量設計委託料400万円、21節補償、補

填及び賠償金では電柱移転に係る補償金129万2,000円などそれぞれ減額しております。 

   ４目橋梁維持費では、国の補正予算における補助事業の採択により、橋梁補修に係る

工事請負費を1,000万円増額計上しております。 

   62ページを御覧いただきまして、５項住宅費、１目住宅管理費におきましては、額の

確定により、刈合住宅改修に係る工事請負費を327万9,000円減額しております。 

   10款教育費でございますが、合計で293万9,000円を減額するもので、３項中学校費、

２目教育振興費におきましては、見込額の精査により、生徒通学費助成金を100万円減額

しております。 

   ４項社会教育費、４目文化財整備費では、見込額の精査により、大内宿保存整備事業

補助金を127万円減額しております。なお、本補正に伴い、収支の均衡を図るため、予備

費を増額し、整理を行っております。 

   最後に、48ページを御覧ください。繰越明許費でございますが、商工費のがんばろー

下郷町ファイト商品券事業、物価高騰対応重点支援プレミアム商品券事業の２事業、土

木費の道路新設改良事業３路線、駐車場整備事業（湯野上居平地内）、橋梁補修事業（薬

水橋）、大川ふるさと公園整備事業（給水管更新）の６事業、合計８事業につきまして

は、事業の進捗状況等により、その完了が翌年度にわたる見込みとなるため、繰越明許

費を設定し、令和８年度に繰り越すものでございます。 
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   以上、説明を終了いたします。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） 町民課長、星敦史君。 

〇町民課長（星敦史君） それでは、続きまして、私より議案第46号 令和７年度下郷町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

   議案書の64ページをお開きください。事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ281万

2,000円を追加し、歳入歳出とも１億972万6,000円とするものでございます。 

   65ページから69ページにつきましては総括でございますので、省略させていただきま

す。 

   70ページをお開きください。２の歳入についてご説明いたします。１款後期高齢者医

療保険料、１項後期高齢者医療保険料、２目普通徴収保険料、１節現年度分におきまし

て491万4,000円を増額し、3,262万2,000円とするものでございます。これは、福島県後

期高齢者医療広域連合にて各年度における保険料の収入見込額が計算され、それを当初

予算へ計上しますが、令和７年度の保険料算定時に基となる被保険者の所得金額算定に

おいて、75歳に到達する新規加入者の所得が当初予想より増となったため、再計算の結

果、保険料が増額となったものでございます。 

   次に、３款繰入金、１項一般会計繰入金、２目保険基盤安定繰入金、１節保険基盤安

定繰入金におきまして210万2,000円を減額し、2,608万1,000円とするものです。これは、

保険料の軽減対象となる被保険者のうち、低所得者や社会保険の被扶養者であった人の

保険料軽減に要した費用で、令和７年度の県負担分交付決定額の確定に伴い、減額とな

るものでございます。 

   続きまして、71ページを御覧ください。３の歳出についてご説明いたします。２款後

期高齢者医療広域連合納付費、１項後期高齢者医療広域連合納付費、１目後期高齢者医

療広域連合納付費の18節負担金、補助及び交付金におきまして281万2,000円を増額し、

１億135万9,000円とするものでございます。これは、歳入でご説明しました保険料の収

入見込額の増に伴い、保険料納付費が491万4,000円の増となり、保険基盤安定負担金が

210万2,000円の減となるものでございます。 

   以上、令和７年度下郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の内容でござい

ますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

   １番、渡部哲君。 

〇１番（渡部哲君） 総務課にちょっとお尋ねしたいのですけれども、総務費のところで18節、

補助金、企業支援事業補助金とか下郷町移住支援金とか減額になっているのですけれど

も、一応人口がだんだん減って過疎化しているので、やっぱり企業対策とか人口を増や

すようなところには力を入れてもらいたいと私は考えているのですけれども、こういう

何でもかんでも削ってしまうというか、そういうのは私は納得できないのですけれども、

その辺の見解をちょっと教えていただきたいと思います。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 
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   総合政策課長、佐藤英勝君。 

〇総合政策課長（佐藤英勝君） １番の渡部哲議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

   議案書57ページ中段にございます負担金、補助及び交付金の中で企業支援事業や住宅

支援事業に関してのご質問でございましたが、あくまでもこちらは今年度、７年度に対

しまして案件等がなかった部分等について事業量の見直しを行いまして、減額補正をさ

せていただいております。予算委員会のほうでもご説明をさせていただいたとおり、引

き続きこれらの補助金につきましては周知徹底を進めてまいりたい考えでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

   以上でございます。 

〇議長（湯田健二君） 渡部哲君。 

〇１番（渡部哲君） それで、一応そういう、この町から発信していくためには結構お金が

かかると思うので、こういったものをちょっと利用して大々的に宣伝するような方向で

もっていったらいいと思います。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 答弁はよろしいですか。 

〇１番（渡部哲君） 結構です。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） 48ページの繰越明許費なのですが、こちらの道路橋梁費の中の事業な

のですが、こちらはそれぞれ国の補助事業なのか、町の補助事業なのか教えてください。 

   あと同じく48ページの町道姫川新規路線なのですが、こちらは県道から奥側半分の当

初予算で行った工事でしたが、県道側の半分も地区からの強い要望があったということ

で、どうしても行わなければならないということで、９月の補正に2,500万円で追加した

はずなのですが、私が見る限り、あまり工事が進んでいないように思われるのですが、

どうしてもやらなければならないという工事だったのに、なぜ現場が進んでいないのか、

そしてなぜ繰越ししなければいけないのかということ、何か問題や事故とかがあったの

かお聞きします。 

   あと同じく繰越明許費の中の駐車場整備事業（湯野上居平地内）の1,400万円の工事な

のですが、こちらそもそも道路橋梁費として当初予算からこれまでの補正予算でも説明

が一度もなかったと思うのですが、こちらはいつ予算化したのかということと、以前、

この上にある道路新設改良事業の居平３号線のものは図面など頂いて説明があったので

すが、こちらは予算も承認されていないと思うのですが、どうでしょうか。 

   あと、53ページの３目の土木費国庫補助金なのですが、１節道路橋梁費国庫補助金の

この３つは、いつ減額や増額が決まったのか教えてください。 

   あと、56ページの６目企画費の中で、先ほど説明でもあったサポート事業の取下げと

いうことだったですが、これは企画費の中のどの事業に対して取下げがあったのかとい

うことと、あと取下げ理由は何だったのか教えてください。 

   以上です。 

〇議長（湯田健二君） 答弁を求めます。 
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   建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ただいま８番、星和志議員のご質問にお答えしたいと思

います。 

   まず、最初の48ページになります。道路橋梁関係の繰越事業についてです。今回国の

補正予算、またその他の事案がありまして、ちょっと多数あるような事業になっており

ますが、まず上の道路新設改良事業（町道落合左走線）、こちら社総金の事業なので国

庫事業になってございます。 

   続きまして、道路新設改良事業（町道姫川新規路線）になりますが、こちらは町の単

独事業でございます。 

   続いて、３つ目の道路新設改良事業につきまして、湯野上居平３号線となっておりま

すが、こちらは町の単独事業でございます。 

   続いて、その下、駐車場整備事業という形で、こちら町の単独事業でございます。 

   最後の橋梁補修事業、こちらにつきましても道路メンテナンス事業という形で国の事

業の中身になっています。 

   最後に、もう一本ございまして、都市計画費のふるさと公園整備事業という形でこち

らも社総金事業になっていますので、国の事業です。社会資本整備総合事業でございま

す。 

   続いて、２点目の姫川新規路線でございますが、こちら議員ご質問のとおり、当初予

算での工事につきましては完了しておりまして、追加発注という形で９月の補正予算で

計上させていただいたものでございます。こちらの発注につきましては、１度発注をし

て契約になったのですが、契約解除になった経緯がございます。内容としましては、そ

の積算に当たって県の積算システムの入力の誤りがその後分かりまして、それの訂正並

びに事業解約という形で新たに再入札させていただいた内容になっております。新たな

再入札の契約日が昨年12月の17日となっておりまして、その後の工事の発注、動きとな

ってございます。当然冬期間ですので、速やかな工事をお願いしているところではござ

いますが、現在のところですと大体70％程度、あと残っている事業につきましては県道

側の側溝敷設と県道にぶつかるところの側溝の新たな入替え部分が残っています。あと

最終的には全面舗装という形で計画しておりまして、完了予定につきましては５月の中

旬頃になるかなという形で今協議しているところでございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

   ３番目の駐車場整備事業という形でおただしあった部分でございますが、こちらにつ

きましては、その上に同じく町単独事業の道路新設改良事業という形で、湯野上居平３

号線につきまして1,294万2,000円計上させていただいてございます。こちらにつきまし

ては、道路拡張工事に伴います事業者への物件の移転補償費になっているところでござ

います。こちらの契約につきましてはご承知かもしれませんが、当該の会社様が移転に

つきまして町ともお話はさせていただいたのですが、最終的に移転の完了が今年の８月

頃になるという形で、それが大体分かったのが今年の２月の段階で大体決まったという

形になってございます。その後、２月の12日に契約させていただきまして、もう移転は
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ほぼ済んだそうなのですが、解体のほうにつきましては８年度の春先以降になってしま

うという形で変更の契約もさせていただいたところでございます。こちらの移転が完了

いたしませんと、当然残っている部分、いわゆる民地側にも入っておりますので、こち

らの契約のほうがなかなかできない状態になっていたところでございます。 

   議員おただしの部分の居平地内の駐車場整備という形で、こちらにつきましては一昨

年の12月議会で議員おただし、いろいろいただいたり、昨年の３月の当初予算でもいろ

いろな形でお話しさせていただいた中身でございまして、そちらの分の残置分の話にな

ってまいります。いわゆる民有地の残っている部分ということになりますが、こちらに

つきましては、昨年の３月の最初の予算委員会のところの道路橋梁費の公有財産購入費

の部分に、最初の説明のところで、この部分につきましては金額で申しますと1,440万円、

中身につきましては、金額は申し上げられませんが、駅前小学校線と姫川新規路線分並

びに居平３路線の残置分という形で計上させていただいたというようなご説明させてい

ただいたところでございます。 

   なお、その後、予算の質疑の中で当時の委員長さんのほうからもいろいろ質問があっ

たところでございます。内容的にちょっと長くなりますが、どんな活用を見込んでいる

のだという形で、こちらにつきましては、区の要望で町が今実施されている中身でお話

しさせていただいたのですが、その主な要望につきましては駐車場の整備と、また災害

時の避難所という形という要望がございました。具体的な内容につきましては、イベン

トの会場や児童、お年寄りの憩いの場、また町民、観光客が利用できる駐車場、足湯、

広場の拡充、災害時の避難所としての臨時避難テントの設置などといろいろあったとい

うことでございます。こちらにつきましては、そういうような中身で計画しているとい

うことでございましたので、今回駐車場の整備という形で、これは新たに名目上出てき

たのですが、繰越予算の中で明記させていただいたというような内容でございます。 

   また、この中で委員長さんのほうから残っている部分については、いわゆる今の会社

が撤去しないと当然買えないでしょうというふうな話もありまして、予算的にはどうだ

という形で、町で買うのかというおただしありましたので、そちらは私のほうから先ほ

どの昨日申し上げました道路新設改良費の公有財産購入費1,440万円という形で計上さ

せております。なお、また内容につきましては、先ほど申し上げた３路線分ですよと、

居平も含めた部分ですよという形で説明させていただいたところでございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

   最後に、この部分につきましては1,400万円ほど計上していますが、中身につきまして

は今ほど申しましたように駐車場にするための設計委託費並びに用地の取得費、２つ入

ってございます。上の３つ目と連動するのですが、会社さんのほうが撤去完了いたしま

したら、速やかに、もう跡地なくなりますので、駐車場の設計という形で移らせていた

だきたいのと、また買収のほうにも移らせていただきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

   最後になりますが、53ページの14款国庫支出金の中の土木費の国庫補助金のおただし

だったと思います。項目的に１、２、３とございますが、道路橋梁費国庫補助金2,752万
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3,000円という形でこのたび減額させていただいているところでございます。なお、こち

らにつきましては３本の事業がございまして、社総金事業国庫補助金、これが734万

4,000円の減、防災安全交付金につきましては2,666万6,000円という形で、まずこの防災

安全交付金は除雪費の減額でございます。例年、除雪費申請しているのですが、７年度

の内示につきましてはゼロ内示でございました。当然、今後まだ追加内示というのも可

能性はございますが、今のところではちょっとかなり低いのかなというふうに感じてご

ざいます。 

   最後に、道路メンテナンス事業の補助金につきましては、こちら国の12月補正による

増額という形で薬水分を増額しています。648万7,000円でございます。なお、この薬水

につきましては、先ほどの繰越予算のところにございました48ページになります。戻り

ますが、橋梁補修事業の薬水橋分の国の12月補正分という形で1,000万円上げている部分

でございます。よろしくお願いします。 

   もう一点申しますと、この行の一番上にございます町道落合左走線、これも2,200万円

計上させていただいておりますが、国の12月の追加配分によりましていただきましたの

で、町費の200万円と合わせて220万円繰り越させていただくというような内容になって

おりまして、事業につきましては既に工事業者と契約してございます。2,200万円…… 

          （何事か声あり） 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） 計2,200万円です。繰越しさせていただく予定になってお

ります。 

   なお、工事業者さんとは既に契約しているというような内容でございます。 

   もう一度、申し訳ないのですが、53ページに戻りまして、この社総金の734万4,000円、

こちらにつきましては中身的になかなか分かりにくい部分にはなっているのですが、当

初予算で5,130万円ございました。この社総金事業は、最近、近年、非常につきが悪くて、

当初内示が1,685万6,000円でございました。必要なものから33％しかもらえなかったと

いう形でかなり低い状況でございました。これを踏まえまして、一度、９月補正でこの

事業を予定していました落合左走線、弥五島白岩線、落合十文字線の３つのうちの落合

十文字線の分については今後も内示率が低いのが想定されますので、今後は補助事業に

切り替えるという形で進めさせていただくという形で、そこは減額させていただいた経

緯でございます。 

   なお、その点につきましては産業厚生の所管事務の中で、現場で説明させていただき

ましたので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

   あと12月補正につきましては追加の配分ございましたので、こちらにつきましては国

庫分ということで1,090万円になります。追加、また減額した部分それぞれございますが、

トータルしますと734万4,000円の減となるような形になってしまいます。 

   下の道路メンテナンス事業につきましても、こちらは国の補助率並びに補助額がつい

ておりまして、当初の歳入予定額が5,346万円でございました。国の内示が5,395万

2,000円という形で、内示が予算より上回ったという形になっています。これは予算算出

する段階と実際に７年度で来た段階で補助率がアップしていただいたのです。大変うれ
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しい結果なのですが、これでプラスになっている部分と、先ほど申しました薬水の

1,000万円、こちらの内示分599万5,000円アップしていますので。トータル648万7,000円

の増額という形になっているところでございます。なかなかこの辺はちょっと詳しくは

分かりづらいところなのですが、ひとつご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

   以上となります。 

〇議長（湯田健二君） 間もなく正午となりますが、このまま会議を続行したいと思います。

ご協力をお願いいたします。 

   総合政策課長、佐藤英勝君。 

〇総合政策課長（佐藤英勝君） ただいまの８番、星和志議員のご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

   サポート事業の該当部分はどこかというご質問と、取下げ理由についてどういった部

分かというふうなお話だったかと思います。議案書56ページと57ページお開きいただき

まして、まず該当箇所になりますが、56ページ下段の７節報償費、謝礼金のうち各種謝

礼ということで120万円減額させている部分が１か所。続きまして、57ページになります。

上段の部分、普通旅費で７万4,000円減額をしておりますが、こちら。あと需用費の３か

所、消耗品費、燃料費、賄材料費、合計で97万9,000円。あと１つ飛びまして13節使用料

及び賃借料の会場借上料、こちら金額は記載ございませんが、左隣28万6,000円減額して

いる部分の６か所がサポート事業に係る歳出部分の予算ということで今回計上をさせて

いただいております。 

   あと取下げの理由についてですが、こちらの事業、令和６年度からスタートをさせて

いただいておりまして、体験事業を過去５回開催する計画で計画しておりましたが、様

々な理由、参加者が少なかったりですとか、台風やインフルエンザ等の流行に伴いまし

て開催できたのは２年間で１回のみというふうな部分もございまして、事業内容のほう、

福島県の南会津地方振興局のほうと協議をさせていただいて、県とのその内容によりま

して、７年度につきましては事業実施を断念して補助金の申請を取り下げたというふう

な理由でございます。県との協議の中で他町村ですとか、県が直営で実施しているよう

な類似の事業についても参加者数がやはり少なくて、事業実施ができていないような事

業もあるというふうな話も聞いていたものですから、今回取下げの理由としてそちらも

考慮した部分ではございます。現状把握の中で認識がどうしても甘くなってしまった点

につきましては、この場をお借りしましておわびをさせていただきたいと思います。誠

に申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。 

〇議長（湯田健二君） ８番、星和志君。 

〇８番（星和志君） 繰越明許費については、姫川新規路線は１回契約解除したということ

で後れを取ったということですが、そのときの工期は同じく３月31日だったのでしょう

かということ。 

   それ１点と、駐車場整備事業、こちらは設計委託費と用地買収費が混ざっているとい

うことで、その設計委託されるというのは、その事業内容というか、設計内容は、今は

議会の承認をするということなのですが、内容は今口頭で言われていたことのみで、さ



 

- 77 - 

らに詳しい資料などはないのでしょうか。 

   あと国庫補助金のほうは承知しました。分かりました。 

   あとこちらサポート事業のほうも分かりました。その２点についてちょっとお聞かせ

ください。 

〇議長（湯田健二君） 建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ２点ほどおただしかと思います。８番、星和志議員のご

質問にお答えしたいと思います。 

   追加発注分の工事につきましても当初の完了予定日は３月31日でございます。こちら

につきましては、内容的に実際のところ協議させていただいて工期を決めるということ

なのですが、業者さんとお話しした中では、大体５月の中旬ぐらいには完了するのでは

ないかなというふうな形で説明させていただきました。今後、変更契約になると思いま

す。 

   あと２点目の駐車場の委託につきましては、当該事業者の会社さんが移転していただ

いて速やかに買収になりますと、当然駐車場の設計という形になってまいります。その

予算でございますが、現在のところは特に資料というものは持ち合わせておりませんの

で、よろしくお願いします。ありませんので、よろしくお願いします。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） １点お聞きしますが、61ページの土木費、一番下段の工事請負

費1,000万円、橋梁補修工事となっていますが、これはどちらの補修になるのかお願いい

たします。 

〇議長（湯田健二君） 建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） ただいまの10番、山名田議員のご質問にお答えしたいと

思います。 

   61ページの最後にあります橋梁補修工事でございますが、こちら大内の薬水橋でござ

います。先ほどもありました国の補正、新たにつきましたので、こちらに関する増額と

なっております。８年度事業に継続して実施する内容となっておりますので、よろしく

お願いします。 

〇議長（湯田健二君） 10番、山名田久美子君。 

〇10番（山名田久美子君） そうしますと、48ページの繰越明許費の薬水の1,000万円と、こ

れは同じお金ということで考えていいのですか。それともプラスなのでしょうか。 

〇議長（湯田健二君） 建設課長、玉川武之君。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） こちらの補正の1,000万円でございます。を繰り越してい

くという形になります。 

〇議長（湯田健二君） 同じ金ですね。 

〇参事兼建設課長（玉川武之君） はい。よろしくお願いします。 

〇議長（湯田健二君） ほかにご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） これで質疑を終わります。 
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   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議案第45号 令和７年度下郷町一般会計補正予算（第８号）の件を採決しま

す。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これから議案第46号 令和７年度下郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第１２ 議案第４７号 令和８年度下郷町一般会計予算 

  日程第１３ 議案第４８号 令和８年度下郷町国民健康保険特別会計予算 

  日程第１４ 議案第４９号 令和８年度下郷町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第１５ 議案第５０号 令和８年度下郷町介護保険特別会計予算 

  日程第１６ 議案第５１号 令和８年度下郷町簡易水道事業会計予算 

  日程第１７ 議案第５２号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算 

〇議長（湯田健二君） この際、日程第12、議案第47号 令和８年度下郷町一般会計予算の

件から日程第17、議案第52号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算までの６件

を一括議題といたします。 

   以上６件につきましては、３月10日の本会議において予算特別委員会に付託され、そ

の審査結果が委員会報告書として提出されております。 

   お諮りします。委員長の報告は、会議規則第39条第３項の規定により省略したいと思

います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認め、予算特別委員会委員長の報告は省略することに決

定いたしました。 

   それでは、予算特別委員会委員長報告に対する質疑は省略し、これから討論を行いま

す。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 
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   これから議案第47号 令和８年度下郷町一般会計予算の件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これから議案第48号 令和８年度下郷町国民健康保険特別会計予算の件を採決しま

す。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これから議案第49号 令和８年度下郷町後期高齢者医療特別会計予算の件を採決しま

す。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これから議案第50号 令和８年度下郷町介護保険特別会計予算の件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これから議案第51号 令和８年度下郷町簡易水道事業会計予算の件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これから議案第52号 令和８年度下郷町農業集落排水事業会計予算の件を採決しま

す。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第１８ 議員提出議案第５号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見 

                  書の提出について 

〇議長（湯田健二君） 日程第18、議員提出議案第５号 福島県最低賃金の引き上げと早期

発効を求める意見書の提出についての件を議題とします。 
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   お諮りします。ただいま議題となっております議員提出議案第５号につきましては、

会議規則第39条第３項の規定により、議案の説明を省略したいと思います。ご異議あり

ませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は議案の説明を省略することに決定いたしました。 

   これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 討論なしと認めます。 

   これで討論を終わります。 

   これから議員提出議案第５号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書

の提出についての件を採決します。 

   お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

  日程第１９ 議員派遣の件 

〇議長（湯田健二君） 日程第19、議員派遣の件を議題といたします。 

   お諮りします。本件につきましては、発議の朗読を省略し、お手元に配付してござい

ます発議のとおりであります。 

   これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りします。この件については、発議のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議員派遣の件については発議のとおり決定しました。 

   次に、お諮りします。ただいま可決された議員派遣の内容に今後変更を要するときは、

その取扱いを議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認め、さよう決定しました。 
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  日程第２０ 令和８年度行政視察について 

〇議長（湯田健二君） 日程第20、行政視察についての件を議題といたします。 

   本件につきましては、総務文教常任委員会委員長及び産業厚生常任委員会委員長から

お手元に令和８年度行政視察についての件が提出されておりますので、朗読を省略し、

お配りの発議にてご了承願います。 

   これから質疑を行います。ご質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 質疑なしと認めます。 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りします。この件については、発議のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、令和８年度行政視察についての件は発議のとおり決定いたしました。 

   ただいまから休憩の後、13時より議会構成替えに伴う議会全員協議会を開催いたしま

すので、ご協力願います。 

   なお、執行部の皆さんは、ここで一時ご退席をお願いいたします。議会構成替えの終

了後、ご連絡いたします。（午後 ０時０９分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開いたします。（午後 １時１５分） 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   議会全員協議会における協議に基づきまして、皆さんに配付してあります。追加議事

日程により、総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の所属変更の件を日程に追加

し、直ちに議題としたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

   この際、先ほどの全員協議会において協議されましたとおり、委員会の所属決定のた

め、暫時休憩いたします。（午後 １時１７分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開いたします。（午後 １時３７分） 

                                         

  追加日程第１ 総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の所属変更 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第１、総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の所属

変更を行います。 

   委員会の名称、定数は、下郷町議会委員会条例第２条の規定により、総務文教常任委

員会６名、産業厚生常任委員会６名となります。 



 

- 82 - 

   お諮りいたします。総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の所属変更について

は、委員会条例第５条第５項の規定に基づき、総務文教常任委員会委員に星和志君、小

玉智和君、星邦一君、星昌彦君、大竹浩治君、そして私の６名でございます。産業厚生

常任委員会委員に山名田久美子君、猪股謙喜君、渡部哲君、佐藤勤君、星能哲君の５名

をそれぞれ指名し、所属を変更いたします。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名いたしましたとおり、総務文教常任委員会委員及び産業厚

生常任委員会委員とすることに決定いたしました。 

   続きまして、総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の構成等のご協議をしてい

ただくことになりますので、暫時休憩いたします。（午後 １時３９分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開いたします。（午後 ３時０６分） 

   追加日程に入るに先立ち、委員会条例第６条第２項の規定に基づき、正副委員長に改

選が生じましたので、議会事務局長より報告させます。 

   議会事務局長、荒井康貴君。 

〇議会事務局長（荒井康貴君） それでは、ご報告申し上げます。 

   総務文教常任委員会委員長、星昌彦議員、副委員長、小玉智和議員、産業厚生常任委

員会委員長、佐藤勤議員、副委員長、山名田久美子議員の方々に改選されましたことを

ご報告申し上げます。 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） 議会広報常任委員会の委員、小玉智和君、星昌彦君、猪股謙喜君か

ら辞任願が提出されております。 

   お諮りします。議会広報常任委員会委員の辞任許可の件を日程に追加し、直ちに議題

としたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

                                         

  追加日程第２ 議会広報常任委員会委員の辞任許可 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第２、議会広報常任委員会委員の辞任許可を議題といたし

ます。 

   小玉智和君から議会広報常任委員会委員の辞任願が提出されております。 

   地方自治法第117条の規定によって小玉智和君の退場を求めます。 

          （６番 小玉智和君 除斥） 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   小玉智和君の議会広報常任委員会委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。 
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          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、小玉智和君の議会広報常任委員会委員の辞任を許可することに決定いた

しました。 

   小玉智和君の入場を認めます。 

          （６番 小玉智和君 入場） 

〇議長（湯田健二君） お知らせいたします。 

   ただいま小玉智和君の議会広報常任委員会委員の辞任が許可されたことを告知いたし

ます。 

   次に、星昌彦君から議会広報常任委員会委員の辞任願が提出されております。 

   地方自治法第117条の規定によって星昌彦君の退場を求めます。 

          （２番 星昌彦君 除斥） 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   星昌彦君の議会広報常任委員会委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、星昌彦君の議会広報常任委員会委員の辞任を許可することに決定いたし

ました。 

   星昌彦君の入場を認めます。 

          （２番 星昌彦君 入場） 

〇議長（湯田健二君） お知らせいたします。 

   ただいま星昌彦君の議会広報常任委員会委員の辞任が許可されたことを告知いたしま

す。 

   次に、猪股謙喜君から議会広報常任委員会委員の辞任願が提出されております。 

   地方自治法第117条の規定によって猪股謙喜君の退場を求めます。 

          （５番 猪股謙喜君 除斥） 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   猪股謙喜君の議会広報常任委員会委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、猪股謙喜君の議会広報常任委員会委員の辞任を許可することに決定しま

した。 

   猪股謙喜君の入場を認めます。 

          （５番 猪股謙喜君 入場） 

〇議長（湯田健二君） お知らせいたします。 

   ただいま猪股謙喜君の議会広報常任委員会委員の辞任が許可されたことを告知いたし

ます。 
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  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   ただいま議会広報常任委員会委員が欠けましたので、議会広報常任委員会委員の選任

の件を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

                                         

  追加日程第３ 議会広報常任委員会委員の選任 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第３、議会広報常任委員会委員の選任を行います。 

   お諮りいたします。委員会条例第５条第４項の規定により山名田久美子君を指名いた

します。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、新たに山名田久美子君が議会広報常任委員会委員となることに決定され

ました。 

   続きまして、議会広報常任委員会の構成等のご協議をしていただくことになりますの

で、暫時休憩いたします。（午後 ３時１３分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開いたします。（午後 ３時２２分） 

   議会広報常任委員会の構成をご協議願いましたところ、委員会条例第６条第２項の規

定に基づき、正副委員長が互選されましたので、議会事務局長より報告させます。 

   議会事務局長、荒井康貴君。 

〇議会事務局長（荒井康貴君） ご報告申し上げます。 

   議会広報常任委員会委員長に山名田久美子君、副委員長に大竹浩治君が決定されまし

たことをご報告いたします。 

〇議長（湯田健二君） この際、暫時休憩し、全員協議会に切り替えたいと思います。 

   暫時休憩します。（午後 ３時２３分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開します。（午後 ３時３０分） 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   議会運営委員会委員の辞任許可の件を日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 



 

- 85 - 

                                         

  追加日程第４ 議会運営委員会委員の辞任許可 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第４、議会運営委員会委員の辞任許可を議題といたします。 

   星和志君から議会運営委員会委員の辞任願が提出されております。 

   地方自治法第117条の規定によって星和志君の退場を求めます。 

          （８番 星和志君 除斥） 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   星和志君の議会運営委員会委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、星和志君の議会運営委員会委員の辞任を許可することに決定いたしまし

た。 

   星和志君の入場を認めます。 

          （８番 星和志君 入場） 

〇議長（湯田健二君） お知らせいたします。 

   ただいま星和志君の議会運営委員会委員の辞任が許可されたことを告知いたします。 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   ただいま議会運営委員会委員が欠けましたので、議会運営委員会委員の選任の件を日

程に追加し、直ちに議題としたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

                                         

  追加日程第５ 議会運営委員会委員の選任 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第５、議会運営委員会委員の選任を議題といたします。 

   お諮りします。委員会条例第５条第４項の規定により小玉智和君を指名したいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、新たに小玉智和君が議会運営委員会委員となることに決定されました。 

   次に、暫時休憩し、委員会の構成をご協議願いたいと思います。議会運営委員会委員

の方は303会議室にご参集願います。 

   暫時休憩といたします。（午後 ３時３４分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開します。（午後 ３時４７分） 

   議会運営委員会の構成をご協議願いましたところ、委員会条例第６条第２項の規定に
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基づき、正副委員長が互選されましたので、議会事務局長より報告させます。 

   議会事務局長、荒井康貴君。 

〇議会事務局長（荒井康貴君） それでは、ご報告申し上げます。 

   議会運営委員会委員長に小玉智和君、副委員長に星昌彦君が決定されましたことをご

報告いたします。 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） 南会津地方広域市町村圏組合議会議員の星昌彦君から辞職の申出が

ありました。 

   お諮りいたします。南会津地方広域市町村圏組合議会議員の辞職許可の件を日程に追

加し、直ちに議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

                                         

  追加日程第６ 南会津地方広域市町村圏組合議会議員の辞職許可 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第６、南会津地方広域市町村圏組合議会議員の辞職許可を

議題といたします。 

   地方自治法第117条の規定によって星昌彦君の退場を求めます。 

          （２番 星昌彦君 除斥） 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   星昌彦君の南会津地方広域市町村圏組合議会議員の辞職を許可することにご異議あり

ませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、星昌彦君の南会津地方広域市町村圏組合議会議員の辞職を許可すること

に決定いたしました。 

   星昌彦君の入場を認めます。 

          （２番 星昌彦君 入場） 

〇議長（湯田健二君） お知らせいたします。 

   ただいま星昌彦君の南会津地方広域市町村圏組合議会議員の辞職が許可されたことを

告知いたします。 

                                         

  日程の追加 

〇議長（湯田健二君） お諮りします。 

   南会津地方広域市町村圏組合議会議員の選任の件を日程に追加し、直ちに議題にした

いと思います。ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 
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〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに日程に追加し、議題にすることに決定いたしました。 

                                         

  追加日程第７ 南会津地方広域市町村圏組合議会議員の選任 

〇議長（湯田健二君） 追加日程第７、南会津地方広域市町村圏組合議会議員の選任を行い

ます。 

   お諮りします。先刻全員協議会で了承されました内容に沿って、既に総務文教常任委

員会及び産業厚生常任委員会で選出されており、さらに下郷町議会申し合わせ事項の２、

委員会構成の⑥により、議長指名で推選を行うことになっておりますので、星邦一君、

山名田久美子君、佐藤勤君、私、湯田健二の４名を南会津地方広域市町村圏組合議会議

員と決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

〇議長（湯田健二君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名した星邦一君、佐藤勤君、山名田久美子君、私、湯田健二

を南会津地方広域市町村圏組合議会議員とすることに決定いたしました。 

   次に、公有財産審議委員の選任につきましては、新たな委員について先ほどの総務文

教常任委員会及び産業厚生常任委員会において星昌彦君、大竹浩治君、山名田久美子君、

渡部哲君が推薦されました。私より町長に対し、委員の推薦名簿を提出いたしますので、

ご了承願います。 

   ただいまより休憩します。（午後 ３時５１分） 

                                         

〇議長（湯田健二君） 再開します。（午後 ４時１２分） 

   ご連絡申し上げます。代表監査委員の五十嵐浩君が所用のため早退をいたしますので、

ご了承願います。 

   以上で令和７年度下郷町議会３月会議の日程は全部終了いたしました。 

   これにて散会します。（午後 ４時１３分） 
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